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享保十三年「大島規模帳」に関する考察
──薩摩藩の奄美諸島支配について──

“The Oshima kibocho” proclaimed in Kyoho 13 （1728）:
the Amami Islands ruled by the Satsuma feudal domain

箕輪　　優

〈abstract〉
This article describes the actual conditions in the colonial management 

of the Amami Islands by the Satsuma feudal domain. I have studied, from 
multifaceted perspectives, “the Oshima kibocho” proclaimed as the 
administrative regulations in the Amami Islands in Kyoho 13 （1728）. This 
study is based on the following historical processes: the Amami Islands 
were a territory of the Satsuma feudal domain from Keicyo 14 （1609） 
when the Ryukyu Kingdom was conquered by the Satsuma feudal domain; 
the fi rst statutes ruling the Amami Islands, “the Oshima Okime jou jou,” 
were proclaimed in Genna ９ （1623）; and many detailed prohibitive regu-
lations were proclaimed since those fi rst statutes.
“The Oshima kibocho” was proclaimed more than 100 years after the 
proclamation of “the Oshima okime jou jou”. Various “Kibocho 
（administrative regulations）” and “Oboe （memorandum）” proclaimed after 
the proclamation of “the Oshima okime jou jou” were most likely integrated 
into “the Oshima kibocho”. That is, the people of the Amami Islands did 
not follow “the Oshima okime jou jou”. “The Oshima kibocho” is fi lled with 
enormous numbers of prohibitive regulations and orders, amounting to 149 



（　）－　42－105  　　

articles. These regulations and orders stipulate the lives of islanders from 
birth to death. In addition, the colonization of the Amami Islands by the 
Satsuma feudal domain was completed by proclamation of “the Oshima 
kibocho”.
Importantly, proclamation of “the Oshima kibocho” evoked a reign of 
terror in the form of the sugar monopoly, which was adopted by the 
Satsuma feudal domain to control all sugar produced on the Amami 
Islands when the Satsuma feudal domain suff ered fi nancial collapse due to 
the debt of ５ million ryo （currency unit at the time） at the end of the 
Tokugawa shogunate.
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は
じ
め
に

本
稿
は
、
一
八
世
紀
初
頭
に
薩
摩
藩
庁
か
ら
大
島
代
官
宛
下

達
さ
れ
た
「
大
島
規き

模ぼ

帳
」
に
つ
い
て
、
原
文
に
関
し
て
は
「
大

島
御
規
模
帳
写
」（
一
）を
、
ま
た
全
一
四
九
箇
条
の
読
み
下
し
文

に
つ
い
て
は
、
山
田
尚な
お

二じ

に
よ
る
「
薩
摩
藩
の
奄
美
支
配　

│

享
保
十
三
年　

大
島
規
模
帳
│
」（
二
）（
以
下
「
薩
摩
藩
の
奄
美

支
配
」
と
表
記
す
る
）
を
基
礎
と
し
て
、
近
世
中
期
に
お
け
る

薩
摩
藩
の
奄
美
諸
島
植
民
地
支
配
の
実
像
に
迫
る
べ
く
考
察
を

行
う
も
の
で
あ
る
。

慶
長
十
四
年
（
一
六
〇
九
）
の
薩
摩
藩
島
津
氏
の
琉
球
王
国

征
服
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
琉
球
王
国
の
版
図
で
あ
っ
た
奄
美

諸
島
は
そ
れ
以
後
薩
摩
藩
の
領
土
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
明
治
維

新
ま
で
続
く
こ
と
と
な
る
。
な
お
、
薩
摩
藩
支
配
期
の
奄
美
諸

島
の
歴
史
は
大
き
く
三
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
に
布
達
さ
れ
た
「
大
島
置
目
條
々
」（
三
）

を
中
心
と
し
た
元
和
改
革
期
か
ら
の
お
よ
そ
百
年
間
と
、
享
保

十
三
年
（
一
七
二
八
）
に
布
達
さ
れ
た
こ
の
「
大
島
規
模
帳
」

を
中
心
と
し
た
享
保
改
革
を
始
期
と
す
る
お
よ
そ
百
年
間
、
及

び
、
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
頃
に
始
ま
っ
た
薩
摩
藩
に
よ
る

奄
美
諸
島
の
北
三
島
（
奄
美
大
島
・
喜
界
島
・
徳
之
島
）
に
お

け
る
第
二
次
砂
糖
惣
専
売
制
度
を
中
心
と
し
た
天
保
改
革（
四
）

か
ら
明
治
維
新
ま
で
の
約
四
〇
年
間
の
三
期
で
あ
る
。
し
か

し
、「
大
島
規
模
帳
」
が
布
達
さ
れ
た
薩
摩
藩
支
配
中
期
に
関

し
て
は
、
関
係
史
料
の
不
足
等
も
あ
っ
て
歴
史
考
証
が
し
っ
か

り
と
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
況
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

状
況
に
あ
っ
て
、
山
田
尚
二
が
、「
大
島
御
規
模
帳
写
」
を
読

み
下
し
文
に
し
て
出
版
し
た
「
薩
摩
藩
の
奄
美
支
配
」
の
存
在

は
、
奄
美
諸
島
の
近
世
中
期
に
お
け
る
薩
摩
藩
の
植
民
地
支
配

に
関
す
る
研
究
に
大
い
に
貢
献
し
て
い
る
。

「
薩
摩
藩
の
奄
美
支
配
」
に
関
し
て
は
、
多
く
の
奄
美
地
域

史
研
究
者
が
、
そ
の
存
在
を
薩
摩
藩
に
よ
る
奄
美
支
配
の
具
体

的
な
証
拠
と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著
書
あ
る
い
は
自
治

体
誌
等
を
通
じ
て
様
々
な
切
り
口
を
も
っ
て
言
及
し
て
き
た
。

つ
ま
り
奄
美
地
域
史
研
究
の
基
本
史
料
の
な
か
の
一
つ
と
し
て

受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
奄
美
地
域
史
研
究
者
た
ち
が
「
薩
摩
藩
の
奄
美

支
配
」
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
形
で
そ

れ
ぞ
れ
の
研
究
の
中
に
取
り
込
み
、
咀
嚼
・
表
現
を
し
て
来
た
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か
を
先
行
研
究
の
事
例
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
成
果
と
課
題
に

つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。

小
林
正
秀
は
、『
天
城
町
誌
』
の
な
か
で
近
世
期
に
お
け
る

「
奄
美
諸
島
統
治
規
則
」
と
題
し
て
一
章
を
設
け
、
そ
の
初
め

の
「
概
観
」
に
お
い
て
、「
昭
和
四
〇
年
秋
、
県
立
大
島
高
校

山
田
尚
二
教
諭
が
、
編
集
し
た
〈
大
島
規
模
帳
〉〈
物も
の
さ
だ
め定帳

〉（
五
）

〈
大
島
用い

ぶ
あ
ら
た
め

夫
改
規
模
帳
〉（
六
）の
三
冊
は
薩
藩
の
奄
美
諸
島
統
治

の
基
本
史
料
で
あ
る
が
、
も
は
や
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
貴
重

な
史
料
と
な
っ
た
」
と
書
き
、
奄
美
の
薩
摩
藩
政
時
代
を
研
究

す
る
う
え
で
の
「
薩
摩
藩
の
奄
美
支
配
」
の
貴
重
性
及
び
重
要

性
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
薩
摩
藩
の
奄
美
支
配
に
関

す
る
一
連
の
統
治
規
則
と
し
て
、「
大
島
置
目
条
々
」
や
「
各

種
覚
書
」、
そ
し
て
こ
の
「
薩
摩
藩
の
奄
美
支
配
」
を
取
り
上

げ
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
関
連
性
に
つ
い
て
も
具
体
例
を
あ
げ

て
書
い
て
い
る（
七
）。

松
下
志
郎
は
、『
近
世
奄
美
の
支
配
と
社
会
』
の
な
か
で
薩

摩
藩
に
よ
る
近
世
期
奄
美
支
配
の
二
六
〇
年
を
丁
寧
に
鳥
瞰

し
、「
こ
の
帳
は
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
の
大
嶋
置
目
条
々

を
は
じ
め
と
し
て
、
以
前
に
布
達
さ
れ
た
覚
書
類
を
集
成
し
て

大
島
代
官
に
渡
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
同
一
内
容
の
も

の
が
重
出
し
て
い
た
り
、
箇
条
の
配
列
が
内
容
的
に
錯
綜
し
て

い
て
ま
と
ま
り
が
み
ら
れ
な
い
が
、
逆
に
そ
の
こ
と
は
大
島
代

官
実
務
の
手
引
き
と
し
て
重
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
か

も
し
れ
な
い
。
一
四
九
ヵ
条
の
内
容
は
、
代
官
・
附
役
人
の
勤

務
に
つ
い
て
の
戒
め
と
、
島
役
人
（
特
に
与
人
）
の
私
利
を
図

る
こ
と
の
規
制
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。
そ
れ
と
道
之
島
へ

の
渡
海
船
に
関
す
る
規
定
が
詳
細
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注

目
さ
れ
る
。
そ
の
他
雑
多
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
が
、
こ
の
大

島
御
規
模
帳
は
、
物
定
帳
、
用
夫
改
規
模
帳
と
な
ら
ん
で
、
道

之
島
支
配
の
基
本
法
と
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
」。
と
述

べ
、
大
島
規
模
帳
の
存
在
意
義
の
重
要
性
に
つ
い
て
書
い
て
い

る（
八
）。

大
山
麟
五
郎
は
、『
改
訂
名
瀬
市
誌　

１
巻　

歴
史
編
』（
以

下
『
名
瀬
市
誌
』
と
表
記
す
る
）
の
な
か
で
元
和
九
年
（
一
六

二
三
）
奄
美
大
島
に
布
達
さ
れ
た
「
大
島
置
目
條
々
」
を
薩
摩

藩
の
元
和
改
革
の
枢
要
法
と
し
て
と
ら
え
、
さ
ら
に
百
余
年
後

の
享
保
十
三
年
（
一
七
二
八
）
に
布
達
さ
れ
た
こ
の
「
大
島
規

模
帳
」
に
つ
い
て
は
享
保
改
革
の
中
心
を
な
す
も
の
と
し
て
と

ら
え
、
こ
の
二
つ
の
布
達
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
、
薩
摩
藩
の
奄

美
支
配
の
初
期
か
ら
中
期
に
至
る
経
過
を
論
考
し
て
い
る（
九
）。
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先
田
光
演
は
『
奄
美
の
歴
史
と
シ
マ
の
民
俗
』
所
収
「
奄
美

諸
島
の
遠
島
人
に
つ
い
て
」（
以
下
『
奄
美
諸
島
の
遠
島
人
に

つ
い
て
』
と
表
記
す
る
）
の
な
か
で
、
特
に
「
薩
摩
藩
の
奄
美

支
配
」
の
遠
島
人
に
関
す
る
取
り
締
ま
り
規
定
や
、
ノ
ロ
・
ユ

タ
等
の
宗
教
禁
制
に
関
す
る
条
文
を
引
合
い
に
だ
し
て
、
奄
美

諸
島
に
流
さ
れ
た
遠
島
人
た
ち
へ
の
処
遇
や
、
古
琉
球
の
民
俗

宗
教
祭
祀
者
で
あ
る
ノ
ロ
や
、
奄
美
の
シ
ャ
ー
マ
ン
で
あ
る
ユ

タ
に
つ
い
て
論
述
し
て
い
る（
一
〇
）。

弓
削
政
己
は
、『
喜
界
町
誌
』・『
大
和
村
誌
』
に
お
い
て
、「
大

島
規
模
帳
」
の
布
達
に
よ
っ
て
こ
れ
以
後
島
役
人
の
最
高
職
で

あ
る
与
人
職
の
任
命
に
つ
い
て
は
琉
球
由
来
の
筋
目
が
否
定
さ

れ
、
そ
の
者
の
器
量
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
。
ま
た
、
奄
美
が
薩
摩
藩
の
支
配
下
に
は
い
っ
た
こ
と
に
よ

り
島
民
す
べ
て
が
百
姓
と
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
書
い
て
い
る
。

さ
ら
に
は
諸
島
民
に
対
す
る
刀
狩
り
や
、
植
民
地
支
配
の
障
害

と
な
る
ノ
ロ
・
ユ
タ
へ
の
弾
圧
が
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
も
書
い
て
い
る（
一
一
）。

こ
の
よ
う
に
、
山
田
尚
二
に
よ
っ
て
「
薩
摩
藩
の
奄
美
支
配
」

が
出
版
さ
れ
て
以
来
、
多
く
の
奄
美
地
域
史
研
究
家
が
こ
れ
を

基
本
的
史
料
と
し
て
研
究
を
重
ね
て
き
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り

近
世
期
奄
美
史
研
究
が
大
い
に
深
化
し
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
。し

か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
研
究
が
進
展
し
大
い
に
成
果
が

上
が
っ
た
こ
と
を
理
解
し
な
が
ら
も
、
敢
え
て
私
見
を
述
べ
る

と
す
れ
ば
、
惜
し
む
ら
く
は
、
こ
れ
ら
研
究
は
「
薩
摩
藩
の
奄

美
支
配
」
を
奄
美
地
域
史
研
究
の
提
供
史
料
と
し
て
の
側
面
を

重
要
視
す
る
あ
ま
り
、
特
定
条
項
の
解
釈
に
偏
り
、
そ
の
結
果
、

論
考
が
全
く
な
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
或
い
は
深
く
掘
り
下
げ
ら

れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
条
文
が
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
。

例
え
ば
「
飢
米
の
支
給
要
領
（
第
一
七
条
）」・「
下
島
役
人
の

家
族
同
伴
禁
止
（
第
二
三
条
）」・「
間
引
禁
制
（
第
五
七
条
）」・

「
鯨
糞
な
ど
漂
着
物
の
取
扱
（
第
一
一
六
条
）」
等
々
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
全
一
四
九
箇
条
か
ら
な
る
膨
大
に

し
て
多
岐
に
わ
た
る
法
令
集
の
全
体
像
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
る

と
私
は
考
え
て
い
る
。

先
述
の
と
お
り
、
松
下
志
郎
は
「
大
島
規
模
帳
」
に
は
「
そ

の
他
雑
多
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
」
と
表
現
し
て
い
る
が
、
私

は
こ
う
し
た
細
々
と
し
て
、
雑
多
な
規
定
（
縛
り
）
の
解
明
こ

そ
が
、
こ
の
「
大
島
規
模
帳
」
の
真
髄
に
迫
る
こ
と
を
可
能
に

し
、
ま
た
当
時
の
奄
美
諸
島
の
実
相
を
知
る
こ
と
に
つ
な
が
る
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重
要
な
役
目
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
私
は
松
下
が

決
し
て
否
定
的
な
意
味
で
「
そ
の
他
雑
多
な
内
容
を
含
ん
で
い

る
」
と
書
い
て
い
る
訳
で
は
な
い
こ
と
も
理
解
し
て
い
る
し
、

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
諸
本
の
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
軽
率
な
判

断
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
考
え
て
い
る
が
、
細
部
に

こ
そ
本
質
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
「
大
島
規
模
帳
」

を
薩
摩
藩
の
奄
美
支
配
中
期
を
画
す
る
基
本
法
と
し
て
と
ら
え

た
う
え
で
、
条
項
す
べ
て
を
規
制
種
別
毎
に
分
類
し
、
か
つ
そ

の
分
類
に
象
徴
さ
れ
る
条
目
お
よ
び
そ
の
周
辺
に
つ
い
て
論
考

を
行
い
、「
大
島
規
模
帳
」
に
込
め
た
薩
摩
藩
の
奄
美
支
配
の

意
図
を
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
文
中
「
家
人
・
ヤ
ン
チ
ュ
・
下
人
・
下
女
・
百
姓
」

等
の
差
別
用
語
を
多
用
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
語
彙
は
、
執
筆
上

必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
用
語
で
あ
り
、
こ
こ
に
差
別
意
識
は
全

く
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
こ
と
を
表
明
し
て
使
用
す
る
こ
と
と

し
た
。
ど
う
か
ご
賢
察
を
お
願
い
致
し
た
い
。

第
一
章　
「
大
島
規
模
帳
」
に
つ
い
て

こ
こ
で
「
大
島
規
模
帳
」
に
つ
い
て
若
干
の
説
明
を
す
る
。

「
大
島
規
模
帳
」
は
、「
大
嶋
置
目
条
々
」
の
布
達
以
後
の

約
百
年
間
に
わ
た
る
さ
ま
ざ
ま
な
規
模
帳
・
覚
書
類
を
集
成
し

て
、
享
保
十
三
年
（
一
七
二
八
）
藩
庁
よ
り
大
島
代
官
に
下
達

さ
れ
た
。
特
記
事
項
と
し
て
、
前
々
年
の
享
保
十
一
年
（
一
七

二
六
）
十
二
月
と
、
前
年
の
享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
の
二

回
に
わ
た
り
、
奄
美
諸
島
に
対
す
る
検
地
（
藩
内
に
お
け
る
い

わ
ゆ
る
享
保
内
検
）
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
享
保

十
一
年
、
郡
奉
行
田
中
孝
右
衛
門
以
下
八
名
で
笠
利
・
名
瀬
・

古
見
・
住
用
・
東
各
間
切
を
実
施
、
享
保
十
二
年
、
郡
奉
行
市

来
新
左
衛
門
以
下
九
人
で
屋
喜
内
・
西
各
間
切
及
び
喜
界
島
・

徳
之
島
・
沖
永
良
部
島
を
検
地
実
施
）（
一
二
）。
こ
の
「
大
島
規

模
帳
」
の
布
達
は
、
こ
の
検
地
結
果
を
受
け
て
の
事
で
あ
ろ
う

と
考
え
ら
れ
る
。
内
容
的
に
は
、
松
下
が
指
摘
す
る
よ
う
に
条

文
配
列
が
錯
綜
し
て
い
て
ま
と
ま
り
が
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し

そ
れ
故
に
こ
の
「
規
模
帳
」
は
下
島
代
官
・
附
役
ら
の
実
務
上

の
「
法
令
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
と
し
て
重
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
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示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
全
一
四
九
箇
条
に
も
お

よ
ぶ
法
令
集
は
、
薩
摩
藩
の
近
世
中
期
に
お
け
る
奄
美
支
配
に

対
す
る
意
気
込
み
と
自
信
、
あ
る
い
は
逆
に
、
言
語
・
風
土
・

習
俗
・
宗
教
な
ど
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、
鹿
児
島
と
は
ま
る
で
異

な
る
奄
美
と
い
う
土
地
を
、
島
役
人
ら
を
通
じ
て
し
か
支
配
・

搾
取
す
る
し
か
な
い
薩
摩
藩
吏
た
ち
の
も
ど
か
し
さ
と
不
安
と

が
綯
い
交
ぜ
に
な
っ
て
い
る
の
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

因
み
に
「
大
島
規
模
帳
」
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
、「
大
島

規
模
帳
」
は
「
大
島
」
と
銘
打
っ
て
は
い
る
が
、
奄
美
大
島
だ

け
で
は
な
く
、
奄
美
諸
島
全
域
が
そ
の
適
用
範
囲
で
あ
る
と
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
第
一
四
七
条
に

「
徳
之
嶋
・
喜
界
嶋
・
沖
永
良
部
嶋
、
代
官
諸
事
問
合
之
上
を

以
、
御
為
宜
様
可
相
勤
候
、
尤
三
嶋
代
官
同
前
ニ
申
渡
候
事
」

と
あ
り
、
三
島
代
官
に
協
力
義
務
を
課
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。

第
二
章　
「
大
島
規
模
帳
」
の
分
類
及
び
考
察
要
領
に
つ

い
て

「
大
島
規
模
帳
」
を
考
察
す
る
の
に
先
立
っ
て
、「
薩
摩
藩

の
奄
美
支
配
」
全
一
四
九
箇
条
を
、
筆
者
に
よ
り
規
制
種
別
ご

と
に
三
三
項
目
に
分
類
し
て
み
た
。
そ
の
結
果
は
「
別
表
１
」

の
と
お
り
で
あ
る
。
分
類
を
し
て
み
て
改
め
て
鳥
瞰
し
て
み
る

と
、
こ
の
法
令
集
を
通
じ
て
薩
摩
藩
が
奄
美
を
支
配
す
る
た
め

に
ど
の
よ
う
な
姿
勢
で
臨
ん
だ
か
が
具
体
的
に
垣
間
見
え
て
興

味
深
い
。
仕
分
け
て
も
な
お
三
三
項
目
に
も
及
ん
だ
が
、
内
容

に
お
い
て
も
っ
と
も
多
い
の
が
、
年
貢
の
収
納
体
制
や
各
種
上

納
物
つ
ま
り
「
御ご

物も
つ

」
の
取
扱
規
制
（
５
番
）
で
あ
る
。
こ
れ

は
こ
の
制
令
の
目
的
か
ら
し
て
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

次
ぎ
に
多
い
の
が
代
官
・
附
役
人
や
道
之
島
往
還
船
の
船
頭
・

水
主
ら
に
対
す
る
職
務
執
行
上
の
倫
理
規
定
（
12
番
）
で
あ
る
。

「
大
島
規
模
帳
」
布
達
の
前
後
に
も
同
様
規
程
が
布
達
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
見
る
と
、
彼
ら
の
不
正
に
対
す
る
規
制
は
な
か
な

か
徹
底
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
彼
ら
に
は
立

場
上
多
く
の
役
得
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。

次
に
特
徴
的
な
も
の
と
し
て
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

や
は
り
先
行
研
究
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
島
役

人
（
特
に
与
人
層
）
に
対
す
る
不
正
・
非
道
の
取
締
り
規
定
（
７

番
）
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
従
来
か
ら
指
摘

さ
れ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
彼
ら
は
島
内
薩
摩
藩
吏
と
し
て
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島
に
お
い
て
は
世
襲
の
特
権
階
級
の
人
々
で
あ
り
、
立
場
を
利

用
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
不
正
・
非
道
を
働
き
百
姓
ら
を
苦
し
め
た

よ
う
で
あ
る
。
彼
ら
の
不
正
・
非
道
は
、
薩
摩
藩
の
植
民
地
経

営
に
多
分
に
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
し

か
し
、
薩
摩
藩
と
し
て
は
彼
ら
島
役
人
通
じ
て
し
か
諸
島
を
支

配
せ
ざ
る
を
得
ず
、
二
律
背
反
の
立
場
に
立
た
さ
れ
て
い
た
。

「
大
島
規
模
帳
」
に
は
、
そ
の
他
に
も
「
仕
明
地
（
開
発
地
）

の
課
税
基
準
（
３
番
）」・「
下
島
役
人
の
定
員
管
理
（
４
番
）」・

「
与
人
の
任
用
基
準
や
道
之
島
人
の
皆
百
姓
宣
言
（
17
番
）」・

「
刀
狩
（
25
番
）」・「
道
之
島
か
ら
の
禁
輸
品
の
指
定
（
26
番
）」

等
々
、
植
民
地
支
配
上
の
重
要
条
項
が
数
多
く
含
ま
れ
て
い

る
。次

に
「
大
島
規
模
帳
」
の
考
察
要
領
に
つ
い
て
述
べ
る
。

第
三
章
で
行
う
考
察
に
つ
い
て
は
、「
別
表
１
」
で
分
類
し

た
三
三
項
目
の
う
ち
、「
薩
摩
藩
に
よ
る
奄
美
諸
島
の
植
民
地

支
配
に
関
し
て
そ
の
意
志
が
よ
り
強
く
窺
わ
れ
る
条
項
」、
或

い
は
「
こ
れ
ま
で
殆
ん
ど
論
考
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
条
項
」、

更
に
は
「
今
回
特
に
論
考
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
条
項
」

等
々
に
つ
い
て
、
筆
者
の
判
断
に
基
づ
き
、
か
つ
紙
幅
の
許
す

範
囲
に
お
い
て
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

第
三
章　
「
大
島
規
模
帳
」
の
考
察

１　

代
官
・
附
役
人
に
対
す
る
島
民
支
配
上
の
倫
理
規
定

一　

道
之
嶋
代
官
并
附
役
人
之
儀
、
一
嶋
為
支
配
、
被
差
渡
候

得
共
、
専
諸
百
姓
農
業
入
精
、
不
致
困
窮
、
年
貢
等
首
尾
能
相

納
候
様
、
諸
事
御
当
地
之
御
仕
置
ニ
応
シ
、
可
致
廉
直
之
沙
汰

事
候
処
、
其
旨
を
致
忘
却
、
自
分
之
勝
手
を
心
掛
、
百
姓
共
及

困
窮
程
を
も
不
弁
、
在
島
用
物
之
由
ニ
て
品
々
持
渡
、
与
人
并

下
役
々
共
え
頼
ミ
、
百
姓
共
望
無
之
物
を
押
て
相
渡
し
、
砂

糖
・
穀
物
諸
色
代
替
仕
繰
か
ま
し
き
仕
形
之
者
有
之
、
夫
故
、

近
年
百
姓
共
別
て
及
難
儀
由
、
相
聞
不
宜
候
、（
後
略
）（
第
一

条
）こ

の
１
の
項
目
は
、
第
一
条
に
示
さ
れ
た
内
容
が
そ
れ
を
象

徴
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
新
し
く
奄
美
へ
下
る
代
官
・
附
役
人

ら
に
対
す
る
支
配
上
の
倫
理
規
定
を
定
め
て
い
る
。
一
島
支
配

の
為
に
役
人
を
派
遣
さ
せ
、
百
姓
た
ち
が
農
業
に
出
精
し
、
困

窮
し
な
い
よ
う
に
す
る
の
が
役
人
の
仕
事
で
あ
る
に
も
拘
ら

ず
、
こ
の
こ
と
を
忘
れ
て
こ
れ
ま
で
自
分
勝
手
な
こ
と
ば
か
り

や
っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
は
役
職
は
立
た
な
い
と
嘆
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い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
代
官
・
附
役
ら
に
対
す
る

綱
紀
粛
正
令
は
な
か
な
か
守
ら
れ
な
か
っ
た
ら
し
く
、
こ
の

「
大
島
規
模
帳
」
の
前
に
も
同
様
趣
旨
の
「
規
模
帳
」
が
布
達

さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
丑
閏
二
月

三
日
付
、
御
国
遣
座
か
ら
喜
界
島
代
官
猿
渡
新
右
衛
門
宛
の

「
覚
」
で
は
、「
今
度
、
道
之
島
代
官
被
仰
付
、
被
差
渡
之
條
、

勤
方
之
儀
ニ
付
テ
ハ
、
御
規
模
・
物
定
帳
並
未
年
（
元
禄
四
年

か
）
覚
書
を
以
、
委
曲
申
渡
置
、
外
ニ
も
、
前
々
申
渡
置
趣
有

之
候
間
、
得
其
意
、
堅
固
可
相
勤
候
、
此
已
前
之
儀
、
右
紙
面

を
も
、
得
と
不
見
届
事
も
候
哉
、
相
違
之
儀
も
有
之
、
不
可
然

候
」（
島
津
家
列
朝
制
度
巻
之
十
四
・
八
二
二
）
と
あ
る
。

大
山
麟
五
郎
は
、『
沖
縄
・
奄
美
と
日
本
』
の
中
で
「
享
保

の
内
検
以
後
は
、
鹿
児
島
の
士
族
が
窮
乏
し
て
、
島
に
行
く
こ

と
が
大
変
な
役
得
と
言
う
こ
と
に
な
り
、「
島
奉ぶ

公く

三
年
江
戸

三
日
」
と
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
江
戸
で
三
日
も
生
活
し
た
ら
家

が
つ
ぶ
れ
る
け
ど
、
島
に
足
か
け
三
年
も
い
れ
ば
蔵
が
建
つ
と

い
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
」
と
書
い
て
い
る（
一
三
）。
こ
の
第
一

条
の
中
に
あ
る
、「
百
姓
共
望
無
之
物
を
押
て
相
渡
し
、
砂
糖
・

穀
物
諸
色
代
替
仕
繰
か
ま
し
き
仕
形
之
者
有
之
、
夫
故
、
近
年

百
姓
共
別
て
及
難
儀
由
、
相
聞
不
宜
候
」
の
意
味
は
、
下
島
役

人
ら
が
赴
任
時
に
諸
物
品
を
持
ち
込
み
、
嫌
が
る
百
姓
ら
に
対

し
て
持
ち
込
み
物
品
の
押
売
り
を
行
い
、
ま
た
砂
糖
や
芭
蕉
な

ど
の
島
の
特
産
品
を
押
買
い
す
る
な
ど
の
悪
徳
商
売
が
ま
し
い

こ
と
を
す
る
の
で
、
百
姓
た
ち
が
困
窮
し
て
い
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
不
正
を
働
く
代
官
ら
に
危
機
感
を
抱
く
藩
庁
は
、
こ
の

条
の
ほ
か
に
も
十
数
条
に
わ
た
っ
て
下
島
役
人
ら
の
汚
職
防
止

に
関
す
る
条
目
を
重
ね
て
い
る
。
し
か
し
、
下
島
役
人
ら
の
汚

職
は
最
後
ま
で
な
く
な
ら
な
か
っ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

各
島
『
代
官
記
』（
一
四
）を
読
む
と
、
代
官
・
附
役
人
ら
が
不
祥

事
を
起
こ
し
た
り
、
発
狂
し
た
り
、
死
亡
す
る
記
事
が
散
見
さ

れ
る
。
こ
の
こ
と
は
彼
ら
が
藩
政
策
と
現
地
奄
美
と
の
あ
ら
ゆ

る
落
差
・
板
挟
み
に
悩
み
、
心
身
に
変
調
を
来
し
た
結
果
で
あ

る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

２　

田
畑
の
保
全
管
理
の
徹
底

一　

井
手
・
溝
・
溜
池
・
堤
等
破
損
候
ハ
ヽ
、
早
々
修
甫
可
申

付
、
依
所
畑
高
百
姓
勝
手
ニ
て
、
田
地
致
畠
作
、
田
之
石
ヲ
仕

候
所
も
有
之
由
候
、
代
官
大
形
致
沙
汰
候
ハ
ヽ
、
自
然
水
無
之

由
申
上
、
田
畑
成
之
願
出
儀
も
可
有
之
候
条
、
能
々
可
入
念
事

（
第
一
四
六
条
）

こ
の
第
一
四
六
条
で
は
、
井
手
・
溝
・
溜
池
・
堤
等
が
破
損
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し
た
な
ら
ば
早
々
の
修
理
を
命
じ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
米
作
に

は
必
要
な
水
利
保
全
の
た
め
の
施
設
で
あ
る
。
ま
た
百
姓
の
中

に
は
田
を
勝
手
に
畑
に
変
え
る
者
が
い
る
。
田
圃
の
畔
石
を
ど

け
る
者
も
い
て
、
代
官
が
大
形
（
お
お
か
た
・
お
ろ
そ
か
）
に

し
て
い
る
と
お
の
ず
か
ら
田
の
水
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
さ

ら
に
田
を
畑
に
す
る
「
田
畑
成
」
の
願
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は

よ
く
よ
く
注
意
を
す
る
よ
う
促
し
て
い
る
。「
大
島
規
模
帳
」

が
出
た
享
保
年
代
は
ま
だ
米
上
納
時
代
で
あ
る
。
こ
の
後
、
延

享
四
年
（
一
七
四
七
）
の
「
換
糖
上
納
令
」（
一
五
）を
経
て
、
さ

ら
に
時
代
が
下
が
り
砂
糖
の
専
売
制
が
強
化
さ
れ
て
い
く
と
、

藩
は
、
今
度
は
逆
に
田
を
潰
し
て
す
べ
て
黍
畑
に
す
る
よ
う

迫
っ
て
い
く
。
こ
れ
は
砂
糖
黍
の
モ
ノ
カ
ル
チ
ュ
ア
（
単
作
農

業
）
へ
の
強
制
で
あ
り
、
米
作
を
絶
た
れ
た
農
民
た
ち
の
疲
弊

は
い
よ
い
よ
高
ま
り
、
つ
い
に
は
飢
饉
が
多
発
す
る
黒
糖
地
獄

へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。

５　

御
物
の
取
扱
要
領

一　

本
琉
球
・
道
之
嶋
秋
下
り
、
九
月
よ
り
十
月
迄
、
依
年
十

一
月
上
旬
迄
（
第
七
十
八
条
）

一　

右
同
断
、
春
下
り
、
二
月
よ
り
三
月
迄
、
道
之
嶋
古
米
上

り
、
二
月
初
積
石
之
致
割
付
置
、
三
月
日
和
ニ
可
召
登
候
、
本

琉
球
并
道
之
嶋
新
米
上
り
（
第
七
十
九
条
）

一　

六
月
末
よ
り
七
月
迄
、
出
帆
可
申
附
候
、
依
年
閏
月
有
之
、

八
月
上
旬
迄
時
節
宜
筈
吟
味
於
有
之
ハ
、
可
見
合
候
、
右
通
定

置
候
条
、
時
節
不
後
様
ニ
仕
登
、
肝
要
第
一
ニ
候
、
船
頭
・
水

主
共
、
自
分
仕
廻
ニ
取
掛
、
積
入
・
出
船
迄
も
致
延
引
儀
も
可

有
之
候
間
、
右
躰
之
儀
曽
て
無
之
様
、
稠
敷
可
申
渡
候
、（
後

略
）（
第
八
十
条
）

本
項
目
５
は
、「
大
島
規
模
帳
」
に
お
け
る
最
重
要
項
目
の

一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。「
ノ
ロ
田
」
の
規
制
も
含
め
て
二
十
七

箇
条
に
も
渡
っ
て
い
る
。
こ
の
規
模
帳
そ
の
も
の
の
最
大
目
的

が
支
配
地
奄
美
か
ら
の
収
奪
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
蓋
し
当
然

で
あ
ろ
う
。
田
地
の
仕
付
か
ら
、
収
穫
、
収
納
蔵
の
管
理
、
仕

登
せ
船
の
運
用
時
期
の
指
定
な
ど
微
に
入
り
細
に
渡
っ
て
い

る
。
特
に
右
に
記
述
し
た
第
七
十
八
条
〜
八
十
条
に
は
道
之
島

往
還
船
の
用
船
に
つ
い
て
の
規
定
が
な
さ
れ
て
お
り
、「
鹿
児

島
か
ら
道
之
島
へ
の
秋
下
り
を
九
月
か
ら
十
月
ま
で
、
年
に
よ

り
十
一
月
ま
で
。
春
の
古
米
船
に
つ
い
て
二
月
の
下
り
三
月
に

上
が
る
こ
と
」
と
し
、「
道
之
島
か
ら
の
新
米
船
の
上
り
を
六

月
末
よ
り
七
月
ま
で
、
年
に
よ
り
閏
月
が
あ
る
の
で
八
月
上
旬

迄
の
時
節
宜
し
き
場
合
は
考
慮
す
る
こ
と
」
と
し
て
い
る
。
第
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八
十
条
の
（
後
略
）
部
分
に
は
「
若
し
宜
し
き
順
風
を
悪
敷
申

し
な
し
、
出
船
致
さ
ざ
る
に
お
い
て
は
、
披
露
を
遂
ぐ
べ
し
。

見
極
め
難
き
日
和
は
、
緒
船
頭
吟
味
の
上
、
出
船
申
し
付
く
べ

き
事
」
と
な
っ
て
お
り
、
御
物
の
船
運
送
に
神
経
質
に
な
っ
て

い
る
の
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な
規
制
は
、
百
年
前
の
「
大
島

置
目
条
々
」
に
も
規
定
さ
れ
て
お
り
（
第
二
十
八
条
・
第
二
十

九
条
）、
ま
た
、
十
五
年
前
の
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
十
月

に
も
同
じ
よ
う
な
内
容
で
、
藩
御
勝
手
方
か
ら
喜
界
島
代
官
宛

令
達
さ
れ
て
い
る
（
島
津
家
列
朝
制
度
巻
之
十
四
、
八
二
九
）。

こ
の
よ
う
な
藩
に
よ
る
用
船
時
期
の
指
定
は
、
南
西
諸
島
特
有

の
台
風
或
い
は
冬
季
の
季
節
風
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
く
、
鹿
児
島
・
奄
美
間
は
途
中
七
島
灘
と
い

う
海
の
難
所
も
あ
り
、
当
時
の
貧
弱
な
帆
船
で
は
、
破
船
、
漂

流
、
座
礁
等
の
被
害
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

８　

飢
米
の
支
給
要
領

一　

飢
米
之
儀
ハ
別
て
吟
味
之
上
、
飢
候
儀
無
別
条
者
迄
を
、

可
申
付
候
、
緩
致
沙
汰
、
不
飢
者
ニ
相
渡
候
様
ニ
有
之
候
て
ハ
、

不
可
然
候
間
、
随
分
可
入
年
事
（
第
一
七
条
）

こ
の
条
文
は
、「
飢
エ

　

候
儀
無
キ二

別
条　
一

者
」
と
「
不
ルレ

飢
エ

　

者
」

と
を
峻
別
し
て
、
飢
候
者
に
米
を
支
給
す
る
よ
う
に
と
の
命
令

で
あ
る
が
、
藩
庁
の
奄
美
諸
島
民
に
対
す
る
基
本
的
姿
勢
を
う

か
が
わ
せ
る
条
項
で
あ
る
。
奄
美
三
島
（
大
島
・
喜
界
島
・
徳

之
島
）
で
は
、
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
前
後
か
ら
、
薩
藩
に

よ
る
砂
糖
の
第
一
次
定
式
買
入
制
度（
一
六
）が
始
ま
り
、
そ
れ

を
引
き
が
ね
に
し
て
飢
饉
が
多
発
し
た
。
特
に
徳
之
島
で
は
宝

暦
五
年
（
一
七
五
五
）
に
大
飢
饉
が
発
生
し
、
徳
之
島
全
体
で

三
千
人
余
り
の
餓
死
者
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
頃
か
ら
徳
之
島

か
ら
奄
美
大
島
へ
の
逃
散
者
が
増
え
て
い
る
。
そ
の
時
の
様
子

を
『
徳
之
島
前
録
帳
』
は
「
一　

此
御
代
凶
年
ニ
テ
間
切
飢
死

人
数
三
千
人
余
有
之
、
拝
借
米
本
琉
球
よ
り
両
度
ニ
テ
五
百
石

申
請
候
、
尤
請
取
方
ニ
ハ
横
目
有
馬
五マ

後マ

右
衛
門
殿
・
附
役
宮

原
五
郎
左
衛
門
殿
・
亀
津
與
人
寄
佐
嘉
元
右
三
人
ニ
テ
、
壹
度

亦
ハ
目
指
具
念
冨
・
田
地
横
目
政
智
両
人
ニ
テ
、
壹
度
申
受
候
、

御
国
許
ヨ
リ
御
米
三
百
石
被
下
候
得
共
時
分
後
ニ
相
成
候
故
、

右
人
数
死
人
有
之
候
」
と
淡
々
と
記
し
て
い
る（
一
七
）。
徳
之

島
で
飢
饉
が
発
生
し
た
の
で
、
本
琉
球
か
ら
五
百
石
、
御
国
元

（
鹿
児
島
）
か
ら
三
百
石
の
米
を
飢
饉
米
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
受

け
取
っ
た
が
、
鹿
児
島
本
土
か
ら
の
分
は
時
期
遅
く
、
三
千
人

が
餓
死
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
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10　

下
島
役
人
の
家
族
同
伴
禁
止

一　

道
之
嶋
え
罷
下
候
役
人
、
或
直
子
、
或
親
類
私
召
列
儀
、

従
々
令
禁
制
候
間
、
堅
其
旨
可
相
守
事
（
第
二
三
条
）

こ
の
規
定
は
何
を
意
図
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。「
堅
ク

　

其
ノ

　

旨
可
キ二

相
守
ル一

事
」
の
「
其
の
旨
」
の
意
味
が
良
く
解
ら
な
い
。

　

別
表
２
を
参
考
に
し
て
藩
政
期
間
中
の
奄
美
諸
島
へ
の
差
遣

役
人
数
を
計
算
し
て
み
る
と
、
お
お
む
ね
二
千
八
百
人
前
後
と

な
る
。
こ
れ
ら
の
人
数
の
者
が
単
身
で
下
島
し
て
い
る
。
差
遣

役
人
が
女
房
・
子
供
同
伴
で
島
に
来
た
と
い
う
例
は
史
料
等
に

は
み
ら
れ
な
い
の
で
こ
の
規
定
は
良
く
守
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
規
定
の
趣
旨
は
、
穿
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
下
島
役
人

と
島
の
女
と
を
積
極
的
に
混
血
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
島

民
中
に
鹿
児
島
系
住
民
を
増
や
し
植
民
地
支
配
を
や
り
や
す
く

し
よ
う
と
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
（
勿
論
、
島
妻
を
持
た
な
い

者
も
、
持
っ
て
も
子
が
出
来
な
い
者
も
考
え
ら
れ
る
が
）。

薩
摩
藩
の
「
血
に
よ
る
保
険
外
交
」
は
皇
室
・
公
家
・
幕
府

す
べ
て
に
及
ん
で
い
る
。
例
え
ば
幕
府
関
係
に
つ
い
て
若
干
述

べ
る
と
、
五
代
将
軍
綱
吉
の
養
女
竹
姫
が
二
十
二
代
薩
摩
藩
主

島
津
嗣つ
ぐ

豊と
よ

に
嫁
ぎ
、
更
に
二
十
五
代
薩
摩
藩
主
重し

げ

豪ひ
で

の
実
娘

（
二
女
茂し
げ

姫ひ
め

・
広
大
院
）
は
十
一
代
将
軍
家
斉
の
御
台
所
と
な
っ

て
い
る
。
重
豪
は
外
様
大
名
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
将
軍
外

戚
と
な
り
大
い
に
権
勢
を
ふ
る
っ
た
。
さ
ら
に
重
豪
の
跡
を
継

い
だ
の
が
長
子
斉な
り

宣の
ぶ

で
あ
る
が
、
そ
の
二
男
は
豊
前
中
津
藩
主

奥
平
昌
男
へ
、
三
男
は
越
前
丸
岡
藩
主
有
馬
誉
純
へ
、
四
男
は

筑
前
黒
田
藩
主
黒
田
斉
清
へ
、
五
男
は
陸
奥
八
戸
藩
主
南
部
信

真
へ
そ
れ
ぞ
れ
養
子
と
し
て
収
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
斉
宣
の

跡
を
長
子
斉な
り

興お
き

が
襲
っ
た
が
、
斉
宣
の
次
男
は
伊
予
松
山
藩
主

松
平
定
通
の
養
子
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
斉
興
の
長
子
斉
彬

の
養
女
一か
つ

子こ

は
将
軍
家
定
の
御
台
所
（
篤あ

つ

姫ひ
め（
一
八
）・
天
璋
院
）

と
な
り
、
二
男
斉
敏
は
備
前
岡
山
藩
主
池
田
斉
政
の
養
子
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
薩
摩
藩
の
積
極
外
交
に
は
目
を
見

張
る
も
の
が
あ
る（
一
九
）。
封
建
制
時
代
に
お
け
る
大
名
た
ち

の
婚
儀
は
、
一
般
的
に
政
略
に
基
づ
い
て
い
た
と
は
い
え
、
三

百
諸
侯
の
う
ち
明
治
維
新
ま
で
永
ら
え
た
薩
摩
藩
の
用
意
周
到

さ
と
深
謀
遠
慮
に
は
い
さ
さ
か
驚
き
を
禁
じ
得
な
い
。

一
人
身
で
下
島
し
た
役
人
た
ち
は
島
の
女
を
召
使
と
し
て

雇
っ
た
。
と
言
う
よ
り
も
島
役
人
が
積
極
的
に
斡
旋
を
し
た
と

言
っ
た
ほ
う
が
良
い
。
こ
れ
ら
の
女
を
島
の
言
葉
で
「
ア
ン
ゴ
」

と
呼
ん
だ
。
彼
女
た
ち
は
性
生
活
を
伴
っ
た
女
性
た
ち
で
も
あ

る
。
要
す
る
に
現
地
妻
で
あ
る
。「
ア
ン
ゴ
」
に
は
多
く
の
役
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得
が
あ
っ
た
。『
道
の
島
史
論
』
に
は
「
ア
ン
ゴ
に
は
一
定
の

扶
持
米
が
あ
り
、
位
階
を
示
す
簪
は
銀
簪
が
許
さ
れ
た
。
銀
簪

は
上
級
島
役
人
の
み
に
許
さ
れ
た
か
ら
、
ア
ン
ゴ
は
上
級
島
役

人
並
み
に
扱
わ
れ
た
。
従
っ
て
、
ア
ン
ゴ
に
敬
称
を
付
け
て
ア

ン
ゴ
シ
ラ
レ
と
呼
ぶ
場
合
が
あ
っ
た
。
十
六
歳
以
上
六
十
歳
ま

で
の
男
女
全
て
の
島
民
に
年
貢
（
税
金
）
が
課
せ
ら
れ
た
が
、

ア
ン
ゴ
は
こ
の
年
貢
負
担
を
免
除
さ
れ
た
。
ま
た
ア
ン
ゴ
の
親

は
年
貢
負
担
額
が
軽
減
さ
れ
、
更
に
年
十
数
回
も
義
務
付
け
ら

れ
て
い
た
公
役
（
無
償
奉
仕
）
が
免
除
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、

ア
ン
ゴ
の
出
身
村
人
の
年
貢
取
立
て
が
緩
和
さ
れ
た
り
、
延
納

の
恩
典
が
あ
っ
た
。（
中
略
）
ア
ン
ゴ
を
希
望
す
る
の
は
こ
れ

ら
の
恩
典
が
あ
っ
た
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
薩
摩
の
奄
美
統
治

は
巧
妙
を
極
め
た
が
、
そ
の
最
た
る
も
の
は
〈
島
民
に
よ
る
島

民
制
御
〉
で
あ
る
。
島
民
に
よ
る
島
民
制
御
と
は
直
接
仮
屋
役

人
は
手
を
下
さ
ず
、
島
民
を
手
先
に
使
っ
て
島
民
を
弾
圧
す
る

こ
と
で
あ
る
。
薩
摩
の
手
先
と
な
っ
て
島
民
を
弾
圧
し
た
の
は

衆し
ゅ
う

達た

と
呼
ぶ
島
役
人
層
で
あ
る
が
、
こ
の
衆
達
の
大
半
は
ア

ン
ゴ
の
生
ん
だ
仮
屋
役
人
と
の
間
の
子
た
ち
の
子
孫
で
あ
っ

た
」
と
書
か
れ
て
い
る（
二
〇
）。

13　

上
国
与
人
の
御
祝
儀
品
の
取
扱
及
び
帰
島
後
の
取
締
り

一　

上
国
与
人
乗
船
之
儀
ハ
、
進
上
物
并
御
役
人
え
之
進
上
物

其
外
、
自
分
荷
物
有
之
候
ニ
付
、
諸
船
并
之
積
荷
ハ
、
船
頭
不

勝
手
之
儀
も
可
有
之
を
候
間
、
緒
船
よ
り
ハ
少
々
見
合
を
以
、

積
重
可
申
付
候
、
雖
然
定
置
候
焼
印
、
足
入
候
様
、
曽
て
積
入

申
間
敷
事
（
第
三
五
条
）

本
条
は
、
与
人
が
藩
の
御
慶
事
で
上
国
す
る
際
の
船
に
お
い

て
は
、
献
上
物
（
藩
主
一
族
対
象
）
や
進
上
物
（
家
老
ら
藩
幹

部
対
象
）、
或
い
は
与
人
自
身
の
荷
物
等
も
数
多
く
あ
り
、
船

頭
の
勝
手
に
な
ら
な
い
部
分
も
あ
る
が
、
そ
こ
は
大
目
に
見
て

積
む
よ
う
申
付
け
る
こ
と
。
し
か
し
決
ま
り
で
あ
る
焼
印
は
押

し
、
勝
手
に
は
積
み
込
ま
せ
な
い
事
。
と
い
う
規
定
で
あ
り
、

藩
へ
の
貢
物
は
で
き
る
だ
け
多
く
積
ま
せ
よ
う
と
い
う
の
で
あ

る
。「
与
人
上
国
制
」
は
道
之
島
に
対
す
る
独
特
の
献
上
（
収

奪
）
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
こ
の
与
人
上
国
制
度
は
、『
南
西
諸

島
史
料
集
第
四
巻
』
に
よ
れ
ば
、
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
か

ら
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る（
二
一
）。
毎
年
、
道
之
島
各
島
か
ら
一

人
ず
つ
与
人
が
上
国
し
て
い
た
が
、
経
費
節
減
の
た
め
、
宝
永

三
年
（
一
七
〇
六
）
二
月
か
ら
は
「
無
用
」
と
な
り
、
藩
へ
の

御
祝
儀
や
島
か
ら
の
御
礼
の
時
な
ど
に
藩
か
ら
の
指
図
で
上
国
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す
る
定
め
と
な
っ
た
。
な
お
、
上
国
の
際
の
貢
物
や
与
人
費
用

（
失
脚
料
・
出
張
費
用
）
は
島
民
負
担
で
あ
っ
た
。

奄
美
大
島
で
は
、
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
五
月
、
篠
し
に
ょ

川ほ

村

（
現
鹿
児
島
県
大
島
郡
瀬
戸
内
町
篠し
の

川か
わ

）
の
実
統
が
郷
士

格（
二
二
）に
取
り
立
て
ら
れ
、
御
礼
の
た
め
上
国
し
て
い
る
。

前
田
長
英
の
『
薩
摩
藩
圧
政
物
語
』
に
よ
れ
ば
、「
徳
之
島
で

は
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
か
ら
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
ま

で
の
一
〇
五
年
間
の
与
人
上
国
が
二
〇
回
で
あ
る
の
に
対
し
、

文
化
一
三
年
（
一
八
一
六
）
か
ら
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
ま

で
の
三
六
年
間
で
、
同
じ
く
二
〇
回
の
上
国
で
あ
る
。
上
国
は

本
藩
か
ら
の
指
示
に
よ
り
な
さ
れ
た
が
、
薩
藩
に
そ
れ
ほ
ど
の

慶
事
・
折
目
が
あ
っ
た
で
ろ
う
か
。
与
人
役
が
上
国
す
る
時
の

献
上
物
は
、
初
期
の
こ
ろ
は
各
島
毎
の
負
担
で
あ
っ
た
が
、
い

つ
の
頃
か
ら
か
上
国
与
人
の
個
人
負
担
と
な
っ
て
い
た
。
一
般

農
民
は
税
納
で
追
い
つ
め
ら
れ
て
、
日
々
の
生
活
も
立
ち
ゆ
か

な
く
な
っ
て
い
る
反
面
、
与
人
役
な
ど
の
島
役
人
な
ど
は
裕
福

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
自
己
負
担
で
、
多
量
の
献
上
物
を
携

え
て
上
国
す
る
与
人
役
に
は
そ
れ
相
当
の
も
の
が
返
っ
て
き
た

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
郷
士
格
に
な
る
可
能
性
が
濃
厚
と
な
る

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
与
人
役
た
ち
は
献
上
品
の
負
担
を
そ
れ

ほ
ど
苦
に
し
な
か
っ
た
と
思
え
る
」
と
書
い
て
い
る（
二
三
）。

『
徳
之
島
前
録
帳
』
に
は
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
末
、

藩
大
御
所
重
豪
の
、
本
人
高
齢
に
伴
う
江
戸
城
吹
上
御
庭
御
見

物
慶
事
と
い
う
他
愛
も
な
い
理
由
で
、
徳
之
島
の
道
統
ら
各
島

の
与
人
ら
が
上
国
を
命
じ
ら
れ
た
。
こ
の
時
の
献
上
品
・
進
上

品
は
芭
蕉
布
・
黒
砂
糖
・
焼
酎
・
塩
豚
・
尺
筵
で
、
太
守
斉
興
・

大
御
隠
居
重
豪
・
御
隠
居
斉
宣
お
よ
び
若
殿
斉
彬
ら
に
、
そ
し

て
藩
幹
部
ら
に
大
量
に
献
上
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
す

る
藩
主
か
ら
の
返
礼
品
は
与
人
一
人
宛
、
百
田
紙
（
下
紙
）一
〇

束
ず
つ
で
あ
っ
た
。
こ
の
後
、
徳
之
島
に
帰
島
し
た
道
統
は
め

で
た
く
郷
士
格
及
び
与
人
上
席
を
仰
付
け
ら
れ
て
い
る（
二
四
）。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
与
人
層
は
藩
に
多
く
の
特
産
品
を
献
上

し
、「
郷
士
格
」
と
い
う
名
誉
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
。

15　

間
引
（
堕
胎
）
禁
制

一　

生
子
を
殺
候
儀
、
弥
令
禁
制
候
、
若
相
背
者
於
有
之
ハ
、

可
及
沙
汰
事
（
第
五
七
条
）

こ
の
よ
う
に
、
第
五
七
条
で
は
「
間
引
き
」
の
禁
止
を
命
令

し
て
い
る
。『
国
史
大
辞
典
』
に
は
、「
一
般
的
風
潮
と
な
る
の

は
、
江
戸
中
期
以
降
、
財
政
難
に
陥
っ
た
諸
藩
が
、
貢
租
収
取

を
強
め
、
く
わ
え
て
相
次
ぐ
災
害
が
農
村
を
お
そ
い
、
農
民
の
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生
活
が
窮
乏
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。（
中
略
）

間
引
き
の
方
法
は
、
圧
殺
・
絞
殺
・
窒
息
死
・
土
中
生
き
埋
め

な
ど
で
あ
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る（
二
五
）。
ま
た
、「
東
北
地

方
に
お
い
て
だ
け
で
も
、
一
年
に
六
万
〜
七
万
の
子
が
間
引
か

れ
た
と
い
う
。
貢
租
納
入
を
担
当
す
る
農
民
の
減
少
、
手
余
り

地
の
増
大
を
恐
れ
る
封
建
領
主
に
対
す
る
、
農
民
の
消
極
的
な

反
抗
手
段
と
の
理
解
も
あ
る
。
享
保
以
降
、
日
本
の
人
口
は
停

滞
す
る
が
、
こ
れ
は
飢
餓
・
疫
病
の
頻
発
と
共
に
、
間
引
き
が

大
き
な
原
因
と
考
え
ら
れ
て
い
る
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。

「
間
引
き
」
の
問
題
は
そ
れ
自
体
が
表
に
出
る
こ
と
は
な

く
、
憶
測
の
域
を
で
な
い
が
、
以
上
の
指
摘
は
奄
美
に
お
い
て

も
ほ
と
ん
ど
の
部
分
が
類
推
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。「
間
引

き
」
対
策
と
し
て
、『
国
史
大
辞
典
』
に
は
、「
各
藩
は
、
子
供

が
三
歳
に
な
る
ま
で
毎
年
米
・
麦
・
稗
を
各
一
俵
ず
つ
支
給
し

た
」
と
記
さ
れ
て
い
る（
二
六
）。
翻
っ
て
薩
藩
が
奄
美
農
民
に

対
し
て
こ
の
よ
う
な
対
策
を
施
し
た
形
跡
は
な
い
。

16　

宗
教
弾
圧

一　

島
中
折
目
祭
相
済
候
ハ
、
不
致
刈
取
納
、
仕
登
時
分
後
成

候
由
、
其
聞
得
候
、
向
後
初
尾
米
残
置
、
無
油
断
為
致
上
納
、

折
目
祭
之
儀
ハ
、
追
て
吉
日
次
第
、
右
初
尾
米
を
以
、
如
例
可

申
付
事
（
第
六
九
条
）

支
配
者
薩
摩
に
と
っ
て
「
ノ
ロ
・
ユ
タ
」
は
許
し
難
い
存
在

で
あ
っ
た
。
ノ
ロ
は
祭
政
一
致
の
琉
球
政
治
体
制
に
お
い
て
、

行
政
や
稲
作
行
事
を
指
示
す
る
公
的
任
務
を
担
っ
て
い
た
。
ま

た
ユ
タ
は
個
人
の
禍
福
吉
凶
を
占
う
個
人
的
な
呪
術
師
で
あ

る
。
そ
し
て
ノ
ロ
は
「
ノ
ロ
田
」
と
い
わ
れ
る
広
大
な
耕
作
可

能
地
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
薩
摩
藩
は
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）

の
「
大
島
置
目
條
々
」
に
お
い
て
も
「
折
目
祭
り
早
々
つ
か
ま

つ
り
、
米
す
た
り
候
は
ぬ
よ
う
に
、
自
由
に
取
り
納
め
致
す
べ

き
こ
と
」（
第
十
八
条
）
と
い
う
一
条
を
設
け
て
、
ノ
ロ
の
権

威
を
弱
め
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
そ
れ
か
ら
百
年
経
過
し
て
も

奄
美
の
人
々
の
神
観
念
は
消
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
れ
で
、
今
回
再
び
同
様
な
一
条
を
指
令
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
折
目
祭
り
用
と
し
て
初
穂
米
を
残
し
て
お
き
、

そ
の
ほ
か
の
米
は
上
納
さ
せ
、
祭
り
は
吉
日
次
第
残
し
て
お
い

た
初
穂
米
で
行
う
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
で
も
奄
美
の
人
々
の
基
本
的
宗
教
で
あ
る
ノ
ロ
や
ユ
タ
は
消

え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
時
代
は
下
り
、
砂
糖
の
第

二
次
惣
専
売
制
が
実
施
さ
れ
る
頃
に
な
る
と
藩
の
宗
教
弾
圧
は

さ
ら
に
厳
し
く
な
っ
て
い
っ
た
。



（　）－　56－91  　　

ま
た
、
第
百
条
で
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
宗
門
改
め
に
関
す
る
一

条
が
あ
る
。
薩
摩
藩
内
で
は
、
寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）
に

発
生
し
た
島
原
の
乱
以
降
に
始
ま
っ
た
、
徳
川
幕
府
に
よ
る
キ

リ
シ
タ
ン
弾
圧
と
連
動
す
る
形
で
、
藩
内
の
キ
リ
シ
タ
ン
や
一

向
宗
徒
に
対
す
る
弾
圧
が
始
ま
っ
て
い
た（
二
七
）。

17 　

与
人
の
任
用
基
準
並
び
に
道
之
島
人
に
対
す
る
皆
百
姓
宣

言
一　

与
人
役
差
免
候
代
役
之
者
、
筋
同
役
儀
之
次
第
ニ
も
無

構
、
其
身
之
器
量
を
以
可
申
付
候
間
、
平
百
姓
之
内
ニ
て
も
、

代
役
可
相
勤
程
之
者
、
三
、
四
人
見
合
可
申
越
候
、
惣
て
当
時

筋
目
之
申
立
可
為
無
用
候
、
本
琉
球
支
配
之
節
儀
を
、
今
以
申

上
候
儀
ハ
、
其
遠
慮
可
有
之
儀
候
、
御
蔵
入
ニ
成
候
て
ハ
、
皆

百
姓
ニ
て
候
間
、
役
儀
し
ら
べ
之
節
、
可
有
其
心
得
事
（
第
六

六
条
）

本
条
の
与
人
任
用
基
準
と
道
之
島
人
に
対
す
る
皆
百
姓
宣
言

は
極
め
て
重
要
な
条
文
で
あ
る
。「
今
後
、
与
人
を
選
ぶ
際
の

基
準
と
し
て
、
従
来
の
琉
球
由
来
の
筋
目
を
改
め
、
平
百
姓
の

う
ち
か
ら
器
量
の
良
い
（
能
力
の
あ
る
）
者
の
中
か
ら
選
ぶ
こ

と
と
し
た
か
ら
三
〜
四
人
選
定
し
て
お
く
よ
う
に
。
ま
た
道
之

島
人
の
身
分
に
つ
い
て
、
お
蔵
入
り
（
薩
摩
支
配
）
と
な
っ
た

か
ら
に
は
、
す
べ
て
平
百
姓
と
す
る
こ
と
と
し
た
か
ら
其
の
旨

心
得
る
よ
う
に
」
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
島
役
人
の
任
命
を
琉
球
由
来
か
ら
完
全
に
切
り
離

し
、
道
之
島
人
す
べ
て
を
百
姓
と
し
た
う
え
で
、
器
量
の
良
い

平
百
姓
か
ら
選
ぶ
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、

た
と
え
島
役
人
で
あ
っ
て
も
薩
摩
藩
の
下
で
は
平
百
姓
で
あ
る

こ
と
に
は
変
わ
り
な
く
、
こ
こ
に
至
っ
て
薩
摩
藩
の
奄
美
支
配

は
一
つ
の
到
達
目
標
に
達
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

18　

櫂
船
の
建
造
禁
止

一　

櫂
船
作
間
敷
事
（
第
六
八
条
）

こ
の
禁
令
と
全
く
同
じ
も
の
が
「
大
島
置
目
条
々
」
の
第
十

六
条
に
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
慶
長
十
六
年
（
一
六
一

一
）
琉
球
国
に
令
達
さ
れ
た
「
掟
十
五
条
」
の
う
ち
の
「
琉
球

よ
り
他
国
へ
商
船
一
切
遣
わ
さ
る
間
敷
き
事
」
を
合
わ
せ
る

と
、
薩
摩
藩
が
、
大
島
・
徳
之
島
に
お
け
る
造
船
や
、
大
島
・

徳
之
島
で
建
造
さ
れ
た
船
を
使
っ
た
本
琉
球
の
中
継
貿
易
を
封

じ
込
み
、
藩
及
び
藩
と
結
ん
だ
薩
摩
商
人
の
貿
易
独
占
を
画
策

し
た
こ
と
が
良
く
わ
か
る
。
大
山
麟
五
郎
は
、『
名
瀬
市
誌
』

の
な
か
で
「
こ
の
禁
令
は
、
中
継
貿
易
国
琉
球
に
お
け
る
造
船

基
地
と
し
て
の
、
大
島
の
占
め
て
い
た
比
重
の
大
き
さ
を
よ
く
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示
し
て
い
る
。
こ
の
島
は
、
船
材
と
し
て
の
、
松
・
い
じ
ゅ
・

板
椎
・
か
し
等
の
良
材
に
富
ん
で
い
る
。」
と
も
述
べ
て
い

る（
二
八
）。

こ
う
し
て
、
本
来
海
洋
の
民
で
あ
っ
た
道
之
島
人
は
陸
に
上

が
る
こ
と
を
強
要
さ
れ
た
結
果
、
海
に
背
を
向
け
た
生
活
を
せ

ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
漁
業
・
海
運

業
は
廃
れ
、
そ
の
影
響
は
今
で
も
大
き
く
、
現
今
奄
美
諸
島
の

水
産
業
は
大
き
く
立
ち
遅
れ
て
い
る
。

19　

焼
酎
の
製
造
禁
止

一　

従
前
々
、
焼
酎
作
禁
制
被
仰
渡
置
候
処
、
別
て
猥
ニ
焼
酎

取
持
、
或
吊
酒
、
或
移マ

徒マ

子
持
祝
、
或
家
作
之
節
、
多
人
数
相

集
、
致
大
酒
、
百
姓
無
身
体
ニ
罷
成
候
由
、
其
聞
得
候
、
畢
竟

代
官
緩
故
候
、
若
焼
酎
三マ

寸マ

、
猥
ニ
作
候
者
有
之
候
ハ
ゝ
、
百

姓
無
人
之
在
所
え
、
可
召
移
候
、
且
又
無
人
之
在
所
ニ
て
、
移

難
申
付
在
所
之
者
ハ
、
相
応
之
科
料
可
申
付
事
（
第
八
六
条
）

本
条
の
要
旨
は
、
前
々
よ
り
焼
酎
作
り
を
禁
止
し
て
い
る
に

も
関
わ
ら
ず
、
法
事
・（
二
字
不
明
）
子
持
祝
・
家
作
の
際
大

勢
が
集
ま
り
、
翌
日
百
姓
も
出
来
な
い
く
ら
い
に
大
酒
を
飲
ん

で
い
る
。
こ
れ
は
代
官
の
指
導
が
悪
い
か
ら
だ
。
今
後
、
み
だ

り
に
焼
酎
や
三
寸
（
本
条
で
は
〈
三
寸
〉
と
漢
字
表
記
し
て
い

る
が
、
こ
れ
は
現
在
で
も
奄
美
諸
島
で
飲
用
さ
れ
て
い
る
、

米
・
芋
・
砂
糖
を
原
料
と
し
た
発
酵
飲
料
の
一
種
〈
み
き
・
神

酒
〉
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。）
を
作
る
者
が
い
た
ら
、
在
所
へ
移

せ
、
ま
た
適
当
な
在
所
が
な
か
っ
た
な
ら
罰
金
を
科
せ
と
い
う

も
の
で
あ
る
。「
従
リ二

前
　々
一

」
に
つ
い
て
は
、
元
禄
六
年
（
一

六
九
三
）
酉
二
月
廿
一
日
付
、
御
国
遣
座
（
藩
の
財
政
担
当
家

老
。
勝
手
方
）
か
ら
「
覚
」
が
喜
界
島
代
官
宛
出
さ
れ
て
い
る

（
島
津
家
列
朝
制
度
巻
之
一
四
・
八
三
一
・
第
一
項
）。
な
お
、

元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
発
令
の
「
大
島
置
目
条
々
」
で
は
、

「
諸
百
姓
、
可
成
程
焼
酎
作
、
可
相
納
事
」（
第
二
五
条
）
が
あ

り
、
こ
の
間
の
方
針
変
更
は
解
ら
な
い
。
ま
た
、「
道
統
上
国

日
記
」
に
は
、
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
か
ら
始
ま
っ
た
与
人

上
国
の
際
の
献
上
品
や
進
上
品
の
な
か
に
、「
焼
酎
之
壷
」
と

い
う
語（
二
九
）が
頻
繁
に
出
て
く
る
が
、
こ
の
こ
と
は
何
を
意

味
し
て
い
る
の
か
。
こ
れ
は
恐
ら
く
、
百
姓
が
奢
侈
に
流
れ
る

こ
と
を
禁
止
し
な
が
ら
も
、
藩
に
対
す
る
音
信
物
（
い
ん
し
ん

も
の
・
贈
答
品
）
と
し
て
島
役
人
ら
に
製
造
さ
せ
て
い
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

20　

抜
荷
取
締
及
び
密
告
の
奨
励

一　

船
仕
登
之
節
ハ
、
積
入
よ
り
出
船
迄
之
間
、
与
人
・
横
目



（　）－　58－89  　　

始
終
相
附
、
簀
堅
よ
り
積
入
并
積
足
見
合
申
付
、
於
無
間
違
ハ

積
入
候
品
物
、
船
頭
送
状
ニ
も
書
載
、
出
船
可
申
付
候
、
諸
所

船
改
所
相
改
事
候
処
、
自
然
緩
せ
之
儀
有
之
、
手
形
迦
之
品
積

来
候
得
ハ
、
畢
竟
其
許
仕
出
大
形
之
故
、
科
人
も
有
之
事
候
間

（
後
略
）（
第
九
〇
条
）

本
規
模
帳
に
は
二
箇
条
に
わ
た
っ
て
琉
球
・
道
之
島
と
鹿
児

島
往
還
船
に
お
け
る
抜
荷
取
締
り
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
内
容

は
い
ず
れ
も
積
荷
御
法
度
の
品
物
や
、
船
奉
行
発
行
の
手
形
無

き
荷
物
の
改
め
で
あ
る
。
な
お
、
興
味
を
引
く
の
は
、
右
に
示

し
た
第
九
十
条
の
（
後
略
）
部
分
に
書
か
れ
た
次
の
文
言
で
あ

る
。「
若
無
手
形
隠
積
仕
候
儀
、
承
付
候
ハ
ヽ
、
実
・
不
実
早
々

代
官
え
申
出
候
様
、
兼
々
百
姓
へ
申
付
置
、
訴
人
仕
候
ハ
ヽ
、

則
船
改
、
於
無
別
状
ハ
、
右
之
荷
物
取
揚
、
船
頭
方
へ
相
応
之

科
料
可
申
付
候
、
左
候
て
訴
人
え
被
下
物
之
儀
ハ
、
可
得
差
図

事
」。
も
し
、
手
形
の
無
い
隠
れ
積
荷
が
あ
る
旨
を
聞
き
つ
け

た
な
ら
ば
、
実
・
不
実
を
問
わ
ず
代
官
所
へ
申
し
出
る
よ
う
に

百
姓
に
話
し
て
お
き
、
実
際
に
訴
人
（
密
告
人
）
が
い
た
な
ら

ば
、
即
船
を
改
め
、
事
実
で
あ
れ
ば
そ
の
品
物
を
取
り
上
げ
て
、

船
頭
に
科
料
を
課
せ
。
ま
た
、
訴
え
出
人
に
対
す
る
褒
賞
は
役

所
の
指
図
を
受
け
る
こ
と
。
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
判
明

す
る
の
は
密
告
社
会
の
こ
と
で
あ
る
。
五
人
組
を
含
め
、
相
互

監
視
体
制
が
社
会
の
隅
々
ま
で
行
き
渡
っ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ

せ
る
。

21　

流
罪
人
の
処
遇

一　

流
人
之
儀
、
依
科
被
仰
付
置
候
処
、
居
所
之
儀
、
其
身
勝

手
之
所
え
罷
居
、
嶋
中
自
由
ニ
於
令
徘
徊
ハ
、
各
差
図
之
所
え

罷
居
候
様
、
稠
敷
可
申
付
候
、
若
致
気
任
、
嶋
中
之
妨
於
罷
成

ハ
、
鹿
児
嶋
え
可
申
越
事
（
第
九
一
条
）

本
規
模
帳
に
は
、
こ
の
第
九
〇
条
を
含
め
て
流
罪
人
へ
の
処

遇
が
八
箇
条
に
わ
た
り
定
め
ら
れ
て
い
る
。
奄
美
へ
の
遠
島
人

つ
い
て
は
『
奄
美
諸
島
の
遠
島
人
に
つ
い
て
』
に
詳
し
い
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、「
奄
美
諸
島
は
、
薩
摩
藩
時
代
流
刑
地
と
し
て

知
ら
れ
て
い
た
。
西
郷
隆
盛（
三
〇
）や
名
越
左
源
太（
三
一
）等
の

藩
士
の
遠
島
も
多
く
、
遠
島
人
の
果
た
し
た
役
割
も
大
き
い
も

の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
流
刑
地
で
、
島
役
人
の
子
弟
の
教

育
に
携
わ
っ
た
遠
島
人
や
、
明
治
時
代
に
入
っ
て
各
分
野
で
活

躍
し
た
流
罪
人
に
対
し
て
の
研
究
は
早
く
か
ら
進
め
ら
れ
、
奄

美
の
歴
史
の
一
ペ
ー
ジ
と
し
て
記
述
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

そ
の
数
は
少
な
い
。
記
録
に
よ
れ
ば
奄
美
大
島
に
約
三
五
〇

人
、
徳
之
島
に
約
二
〇
〇
人
、
沖
永
良
部
島
に
約
一
〇
〇
人
前
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後
の
遠
島
人
が
い
た
時
期
も
あ
り
、
藩
政
時
代
を
通
す
と
奄
美

諸
島
全
体
で
は
一
万
人
に
も
及
ぶ
数
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

が
、
こ
れ
ら
の
遠
島
人
の
様
子
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
」

と
書
か
れ
て
い
る（
三
二
）。

こ
の
よ
う
に
、
奄
美
諸
島
に
お
け
る
遠
島
人
に
つ
い
て
は
史

料
不
足
に
よ
る
不
明
部
分
が
多
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、『
大

島
要
文
集
』（
三
三
）所
収
の
「
公
儀
流
人
」
を
読
む
と
、
各
代
官

所
に
は
「
公
儀
流
人
帳
」
や
「
流
人
証
文
」
な
ど
が
備
え
付
け

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
、
ま
た
「
流
人
の
村
請
制

度
」
が
整
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
窺
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料

が
今
後
発
見
さ
れ
る
こ
と
に
で
も
な
れ
ば
、
奄
美
へ
の
流
人
に

つ
い
て
の
研
究
は
一
段
と
進
展
す
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
本
規
模
帳
で
規
制
し
て
い
る
流
人
達
の
自
由
行
動
規
制

等
に
つ
い
て
は
、
武
士
階
級
の
政
治
犯
と
、
庶
民
階
級
に
よ
る

粗
暴
犯
等
と
を
分
け
て
考
え
な
い
と
い
け
な
い
だ
ろ
う
。
時
代

は
下
る
が
、
薩
摩
藩
内
で
は
、
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
の
実

学
党
事
件（
三
四
）・
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
の
文
化
朋
党
事

件（
三
五
）・
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
の
鴫
之
口
騒
動（
三
六
）・

嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
の
嘉
永
朋
党
事
件（
三
七
）等
々
の
お

家
騒
動
が
発
生
し
、
そ
の
際
多
く
の
処
分
者
が
奄
美
各
島
に
流

さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
遠
島
先
の
動
き
を
関
係
諸
本
で
確
認
し

て
み
る
と
、
比
較
的
自
由
な
行
動
を
し
て
い
る
の
が
見
て
と
れ

る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
小
宿
村
に
流
さ
れ
た
名
越
左
源
太
は
、

島
内
各
地
を
見
て
回
り
、
奄
美
研
究
の
バ
イ
ブ
ル
と
も
い
わ
れ

る
『
南
島
雑
話
』
を
残
し
て
い
る
し
、
阿
木
名
村
に
流
さ
れ
た

重
野
安
繹（
三
八
）は
、
翌
年
龍
郷
村
に
流
さ
れ
て
き
た
西
郷
隆

盛
の
所
に
、
十
里
の
山
道
を
も
の
と
も
せ
ず
に
通
っ
て
い
る
。

喜
界
島
で
は
、
鴫
之
口
騒
動
で
流
さ
れ
て
き
た
中
野
弘
・
内
田

次
右
衛
門
・
竹
下
伊
右
エ
門
ら
は
、
お
互
い
の
宿
所
を
泊
っ
た

り
し
て
い
る
。
中
野
弘
は
佐
土
原
の
実
家
に
頻
繁
に
手
紙
を
だ

し
鹿
児
島
や
江
戸
の
事
情
に
も
通
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま

た
、
内
田
次
右
衛
門
に
至
っ
て
は
島
民
子
弟
の
教
育
に
熱
中
す

る
余
り
、
赦
免
さ
れ
て
も
佐
土
原
に
戻
ら
ず
、
骨
を
島
の
土
に

埋
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
武
士
階
級
の
者
は
例
え

遠
島
人
で
あ
っ
て
も
、
島
で
の
行
動
は
比
較
的
自
由
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
ほ
ぼ
反
故
同
然
で
あ
っ
た
。

一
方
、
庶
民
階
級
の
流
人
達
は
ど
の
よ
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
察
す
る
に
、
恐
ら
く
人
間
扱
い
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と

推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
彼
ら
の
墓
標
な
ど
は
全

く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
存
在
し
て
い
な
い
し
、
伝
聞
さ
え
も
あ



（　）－　60－87  　　

ま
り
残
っ
て
い
な
い
。

明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
の
西
南
戦
争
の
際
、
西
郷
軍
に
加

担
し
、
の
ち
官
軍
に
よ
り
斬
首
処
刑
さ
れ
た
鹿
児
島
県
令
大
山

綱
吉（
三
九
）の
指
揮
に
よ
っ
て
、「
明
治
五
年
夏
、
旧
慣
が
抜
け

ぬ
と
云
う
所
か
ら
、
藩
庁
の
家
老
座
・
大
監
察
局
・
其
の
他
公

用
帳
簿
類
、
土
蔵
に
詰
め
て
あ
り
ま
し
た
の
も
、
悉
く
焼
き
捨

て
ら
れ
た
」（
四
〇
）と
い
う
。
こ
の
行
為
は
、
奄
美
へ
の
遠
島
史

料
を
は
じ
め
、
近
世
期
奄
美
に
お
け
る
薩
摩
藩
の
支
配
記
録
を

尽
く
隠
滅
す
る
行
為
で
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
言
え
ば
近
世
期
日

本
史
の
大
き
な
テ
ー
マ
の
欠
落
を
招
い
た
と
言
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
。

24　

鯨
糞
な
ど
漂
着
物
の
取
扱

一　

於
嶋
中
、
鯨
糞
共
見
付
候
者
え
ハ
、
売
立
代
銀
之
内
、
長

崎
ニ
て
口

相
払
、
三
ケ
一
可
被
下
候
間
、
早
々
役
所
可
差
出

候
、
若
隠
置
、
於
致
売
買
ハ
、
双
方
共
ニ
稠
敷
其
科
可
申
付
候
、

縦
雖
為
同
類
、
訴
人
之
者
ハ
、
其
科
を
ゆ
る
シ
、
右
大
銀
三
ケ

一
、
可
被
下
之
条
、
此
旨
慥
ニ
可
申
渡
事
（
第
一
一
六
条
）

海
岸
で
鯨
糞（
四
一
）を
見
つ
け
た
ら
、
売
立
金
の
う
ち
、
長

崎
で
儲
け
た
分
の
三
分
の
一
を
渡
す
か
ら
早
々
と
役
所
に
届
け

出
る
こ
と
。
隠
匿
し
た
り
、
売
買
し
た
ら
双
方
と
も
厳
し
く
罰

す
る
。
ま
た
、
そ
の
仲
間
で
あ
っ
て
も
密
告
す
れ
ば
そ
の
罪
を

赦
し
、
代
銀
の
三
分
の
一
を
与
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ

の
条
目
か
ら
は
、
こ
の
時
代
鯨
糞
が
長
崎
で
高
価
で
売
買
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
海
岸
へ
の
寄
り
物
に
つ
い
て

は
こ
の
外
に
も
、
第
一
一
四
条
（
寄
り
物
を
役
所
に
届
け
出
て

半
年
経
過
し
、
持
ち
主
が
判
明
し
な
い
場
合
は
、
届
出
者
の
も

の
と
す
る
）。
第
一
一
七
条
に
は
（
腐
敗
鯨
は
免
税
と
す
る
）

な
ど
の
項
目
も
あ
る
。

25　

刀
狩

一　

以
前
ニ
ハ
、
嶋
中
え
兵
具
過
分
有
之
、
被
召
上
候
処
、
間

ニ
ハ
、
刀
・
脇
差
を
さ
し
候
者
も
有
之
由
、
其
聞
得
不
届
ニ
候
、

向
後
役
人
ハ
不
及
申
、
以
下
之
者
至
迄
、
曽
て
不
差
様
、
稠
敷

可
申
付
候
条
、
可
遂
披
露
事
（
第
一
二
三
条
）

「
大
島
規
模
帳
」
に
は
、
右
の
第
一
二
三
条
を
含
め
て
四
カ

条
に
わ
た
り
武
器
の
所
持
制
限
を
課
し
て
い
る
。
以
前
は
道
之

島
に
鉄
砲
そ
の
外
多
く
の
武
具
が
あ
っ
た
の
で
、
先
年
、
兵
器

の
改
め
を
行
い
刀
狩
を
行
っ
た
。
今
後
は
役
所
の
免
許
を
持
た

な
い
で
銃
器
を
所
持
す
る
こ
と
は
固
く
禁
止
す
る
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
生
業
と
し
て
の
猪
狩
等
以
外
は
鉄
砲

の
所
持
は
禁
じ
ら
れ
た
。
な
お
、
第
一
二
一
条
の
附
書
に
は
、
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船
頭
・
水
主
ら
が
御
船
奉
行
の
手
形
を
得
て
自
分
用
に
匕
首
を

所
持
す
る
こ
と
は
構
わ
な
い
と
し
て
い
る
。

こ
の
刀
狩
に
込
め
た
理
由
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
島
民
た

ち
の
暴
発
を
未
然
防
止
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

圧
政
・
搾
取
に
苦
し
む
道
之
島
で
は
、
直
訴
・
逃
散
な
ど
の
抵

抗
が
散
発
し
、
特
に
徳
之
島
で
は
、
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）

に
母
間
一
揆（
四
二
）、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
に
犬
田
布
騒

動（
四
三
）（
一
揆
）
が
発
生
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
藩
庁
を
驚
愕

さ
せ
た
に
違
い
な
い
。
翻
っ
て
、
百
姓
の
門
割
制
度
や
郷
士
の

外
城
制
度
に
よ
り
が
ん
じ
が
ら
め
に
さ
れ
た
薩
摩
本
藩
で
は
、

安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
に
加
世
田
一
揆（
四
四
）を
見
る
だ
け

で
あ
る
。

26　

道
之
島
か
ら
の
禁
輸
品
指
定

一　

茶
湯
道
具
之
類
・
掛
物
之
類
・
焼
酎
・
植
木
ニ
成
候
草
木

品
々
・
古
焼
物
・
蝋
并
櫨
之
実
・
棕
櫚
之
皮
・
黒
津
く
綱
并
津

具
・
馬
之
尾
・
藻
玉
・
ほ
ら
貝
・
や
こ
貝
・
屋
子
貝
の
か
ら
・

牛
之
皮
・
絹
布
之
類
・
桑
之
木
・
津
け
之
木
・
蘇
鉄
・
蘭
・
屋

志
う
、
右
品
々
、
其
元
よ
り
鹿
児
島
え
、
諸
船
頭
并
家
来
之
者

共
、
私
ニ
積
登
候
儀
、
堅
令
禁
止
候
間
、
送
状
相
附
間
敷
候
、

不
差
登
候
て
不
叶
訳
於
有
之
ハ
、
蘇
鉄
其
外
有
品
儀
ハ
、
御
勝

手
方
免
証
文
を
以
、
可
差
登
候
、
猥
ニ
不
持
登
様
ニ
可
申
付
事

（
第
一
二
七
条
）

本
条
の
趣
旨
は
、
各
種
の
道
之
島
特
産
を
勝
手
に
鹿
児
島
へ

持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
南
島
に
産
す

る
動
植
物
は
鹿
児
島
に
と
っ
て
珍
品
で
あ
り
、
悉
く
せ
し
め
よ

う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

27　

道
之
島
か
ら
産
出
さ
れ
る
船
材
の
取
扱

一　

所
之
者
小
船
造
用
之
本
木
ハ
、
応
小
船
松
木
如
前
々
、
可

申
付
候
事
（
第
一
三
〇
条
）

第
一
二
八
条
か
ら
第
一
三
二
条
ま
で
は
、
大
島
に
お
い
て
産

出
さ
れ
る
船
材
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
大
島
の
船
材
は

す
べ
て
山
奉
行
の
支
配
下
に
置
か
れ
、
山
奉
行
の
手
形
無
き
者

の
伐
採
・
木
挽
き
等
は
一
切
ま
か
り
な
ら
ぬ
と
な
っ
て
い
る
。

本
規
模
帳
の
第
六
八
条
で
、
楷
船
（
大
型
の
交
易
船
）
の
建
造

を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
小
船
造
船
に
つ
い
て
は
こ
の
第
一
三

〇
条
に
よ
っ
て
許
さ
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
と
こ
ろ
で
薩
摩

の
支
配
下
に
置
か
れ
る
以
前
の
奄
美
に
お
け
る
造
船
は
ど
の
よ

う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
田
長
英
は
『
黒
糖
悲
歌

の
奄
美
』
の
中
で
、「
徳
之
島
天
城
町
の
秋
利
神
川
の
上
流
の

船
田
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
巨
岩
に
船
形
を
描
い
た
線
刻
画
が
あ
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り
ま
す
。
舟
形
は
八
つ
。
三
角
帆
か
ら
は
幾
条
も
の
線
が
は
し

り
、
か
な
り
の
大
型
船
で
す
。
こ
れ
が
い
つ
の
時
代
に
、
何
の

目
的
で
描
か
れ
た
の
か
、
現
在
謎
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
お
そ

ら
く
こ
の
付
近
で
船
材
を
切
り
だ
し
、
こ
の
岩
に
造
る
べ
き
船

形
を
彫
り
込
み
、
そ
の
船
の
航
海
安
全
を
祈
願
し
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
」
と
書
い
て
い
る（
四
五
）。
こ
の
こ
と
は
船
材

に
富
む
徳
之
島
や
奄
美
大
島
で
は
近
世
以
前
は
造
船
が
行
わ
れ

て
い
た
証
拠
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

29　

高
利
息
禁
止
規
定
（
三
割
以
下
と
す
る
こ
と
）

一　

嶋
中
借
物
之
利
足
、
法
外
之
高
利
無
之
様
可
申
付
候
、
三

割
以
下
相
対
次
第
た
る
へ
き
事
（
第
一
三
九
条
）

本
条
は
、
高
利
貸
し
禁
止
令
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
高
利
貸
し
禁
止
令
は
こ
と
あ
る
毎
に
令
達
さ
れ
て
い
る
が
余

り
遵
守
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
元
禄
十
二
年

（
一
六
九
九
）
卯
二
月
十
日
付
、
御
国
遣
座
か
ら
喜
界
島
代
官

宛
の
「
覚
」
で
、「
嶋
中
ニ
て
、
取
替
物
利
息
、
別
て
高
利
ニ

有
之
候
ニ
付
、
三
割
之
利
息
ニ
取
替
仕
候
様
ニ
と
、
先
年
御
規

模
帳
を
以
て
、
申
渡
置
候
得
ど
も
、（
中
略
）
爾
以
、
島
中
互

之
借
、
三
割
之
利
息
ニ
取
替
候
様
、
可
被
入
念
事
」（
島
津
家

列
朝
制
度
巻
之
一
四
・
八
〇
一
・
第
五
項
）
と
あ
り
、
元
禄
十

二
年
と
そ
れ
以
前
に
も
高
利
制
限
令
が
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。

ま
た
、
今
回
の
「
大
島
規
模
帳
」
に
よ
る
布
達
の
後
に
も
同

様
な
指
令
が
出
て
い
る
。「
徳
之
島
前
録
帳
」
の
安
永
八
年
（
一

七
七
九
）
の
項
に
は
、「
此
御
代
河
野
平
右
衛
門
殿
・
川
北
孫

四
朗
殿
三
間
切
御
廻
勤
、
諸
人
取
拂
方
高
利
之
故
、
島
中
困
窮

ニ
ヲ
ヨ
ビ
、
諸
作
職
方
不
手
廻
相
成
、
諸
百
姓
差
支
極
難
儀
ニ

オ
ヨ
ビ
候
ニ
付
而
、
諸
人
取
拂
方
御
糾
方
之
上
、
借
状
・
證
文

等
御
取
揚
、
ハマ
マ

都
而
捨
リ
米
残
拂
ニ
被
仰
渡
、
右
借
状
・
書
物

は
御
取
消
ニ
テ
被
召
下
候
、
以
後
諸
人
取
拂
方

諸
出
米
等
壱

割
之
取
拂
仕
来
リ
居
候
」（
四
六
）と
あ
り
、
高
す
ぎ
る
貸
借
利
息

に
よ
る
百
姓
ら
の
困
窮
を
見
か
ね
た
藩
検
事
ら
が
、
証
文
を
破

棄
さ
せ
た
り
、
利
息
を
一
割
と
す
る
な
ど
の
思
い
切
っ
た
行
動

に
出
て
い
る
の
も
興
味
深
い
。

33 　

諸
役
人
や
分
限
者
が
借
米
の
方
に
「
家
人
（
ヤ
ン
チ
ュ
）・

下
人
」
を
召
使
う
こ
と
の
禁
止
及
び
「
家
人
」
の
公
役
免
の

禁
止

一　

嶋
中
不
限
、
諸
役
人
身
躰
宜
者
ハ
、
借
米
仕
、
利
分
之
方

ニ
百
姓
を
召
仕
之
由
、
此
儀
ハ
左
ニ
も
可
有
之
候
処
、
致
拘
者

家
内
札
申
請
、
公
役
差
免
者
も
有
之
由
、
不
届
候
間
、
家
内
札
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申
請
候
儀
、
堅
令
禁
止
候
条
、
作
職
諸
公
役
又
ハ
面
々
相
掛
納

物
等
、
諸
百
姓
同
前
可
申
付
候
、
借
米
延
済
□
方
ニ
付
、
借
主

よ
り
不
相
応
之
儀
曽
て
申
掛
間
敷
旨
、
稠
敷
可
申
渡
、
自
然
作

法
之
仕
方
於
有
之
ハ
、
曲
事
可
申
付
候
条
、
可
遂
披
露
事
（
第

一
五
〇
条
）

最
終
条
の
第
一
五
〇
条
は
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
つ
ま
り
、
諸
役
人
や
身
体
宜
し
き
者
（
分
限
者
・
豪
族
）

ら
が
借
財
の
か
た
に
百
姓
を
召
使
い
（
下
人
・
ヤ
ン
チ
ュ
）
に

し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
ヤ
ン
チ
ュ
に
つ
い
て
公
役
を
ま
ぬ
が

れ
よ
う
と
し
て
い
る
抱
者
が
い
る
が
不
届
き
で
あ
る
。
ヤ
ン

チ
ュ
に
つ
い
て
も
一
般
の
百
姓
同
様
公
役
や
納
物
は
申
し
付
け

る
。
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

金
久
好
の
論
文
「
奄
美
大
島
に
於
け
る
家
人
の
研
究
」
に
は
、

「
以
上
の
各
村
に
就
い
て
見
る
に
、
大
体
多
い
所
は
三
割
か
ら

四
割
少
な
い
所
で
二
割
位
は
家
人
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が

此
は
大
体
全
島
に
一
般
化
し
て
好
い
と
思
ふ
。
代
官
記
に
〈
明

治
六
年
夏
上
村
少
属
、
国
分
権
少
層
戸
籍
改
御
下
島
、
島
中
皆

平
民
総
人
口
四
万
八
千
四
百
七
十
二
人
、
戸
数
一
万
三
百
十

八
〉
と
あ
る
故
、
三
割
と
し
た
ら
一
万
四
千
五
百
四
十
一
人
、

二
割
と
し
て
約
九
千
七
百
人
が
家
人
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
」
と

書
い
て
お
り（
四
七
）、
奄
美
大
島
に
於
け
る
ヤ
ン
チ
ュ
の
状
況

は
明
治
維
新
ま
で
ほ
と
ん
ど
改
善
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に

な
る
。
大
山
麟
五
郎
は
『
名
瀬
市
誌
』
に
お
い
て
、「
藩
政
期

後
半
、
藩
が
道
之
島
の
北
三
島
に
砂
糖
キ
ビ
を
主
作
と
し
て
押

し
付
け
た
こ
と
に
よ
り
、
奴
婢
的
要
素
を
駆
使
す
る
し
か
な
い

大
規
模
経
営
が
発
展
し
、
藩
の
収
奪
強
化
に
よ
る
農
民
転
落
と

あ
い
ま
っ
て
、
債
務
奴
隷
は
ま
す
ま
す
拡
大
す
る
こ
と
に
な
っ

た
」
と
述
べ
て
お
り
、
ヤ
ン
チ
ュ
増
大
の
原
因
を
薩
摩
藩
の
黒

糖
モ
ノ
カ
ル
チ
ュ
ア
収
奪
で
あ
っ
た
こ
と
を
的
確
に
指
摘
し
て

い
る（
四
八
）。

お
わ
り
に

今
回
「
大
島
規
模
帳
」
を
考
察
し
て
理
解
で
き
た
こ
と
は
、

薩
摩
藩
の
奄
美
諸
島
へ
の
飽
く
な
き
収
奪
で
あ
る
。
そ
し
て
、

薩
摩
（
鹿
児
島
）
は
、
奄
美
を
含
め
て
南
島
に
い
か
ほ
ど
か
依

存
し
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

享
保
の
大
飢
饉
に
お
け
る
被
害
は
西
国
に
ひ
ど
く
、
薩
藩
も

そ
の
例
に
も
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
救
っ
た
の
が

南
島
か
ら
の
貢
納
で
あ
り
収
奪
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
さ
ら
に
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こ
の
後
、
幕
末
期
に
至
り
薩
藩
の
財
政
状
況
は
五
百
万
両
と
い

う
天
文
学
的
借
財
に
苦
し
む
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
救
っ
た
の

が
ま
た
奄
美
の
黒
糖
で
あ
っ
た
。
薩
摩
（
鹿
児
島
）
は
奄
美
の

犠
牲
の
上
に
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
れ
は
現
代

に
も
通
じ
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
島
役
人
ら
の
特
権
に
胡
坐
を
か
い
た
不
正
や
非
道
に

関
す
る
規
制
の
多
さ
は
、
彼
ら
が
島
内
薩
摩
藩
吏
と
し
て
、
同

胞
の
福
祉
向
上
に
努
め
る
の
で
は
な
く
、
薩
摩
藩
の
手
先
と
し

て
同
朋
を
搾
取
の
対
象
と
し
て
し
か
視
て
い
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。
享
保
十
三
年
（
一
七
二
八
）
に
布
達

さ
れ
た
こ
の
「
大
島
規
模
帳
」
は
、
薩
摩
藩
の
奄
美
支
配
の
中

期
を
画
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

今
回
、「
大
島
規
模
帳
」
の
考
察
を
行
っ
て
、
私
な
り
に
得

ら
れ
た
知
見
或
い
は
事
実
な
り
を
以
下
列
挙
し
て
考
察
の
結
論

と
し
た
い
。

①　

こ
れ
ま
で
、「
大
島
規
模
帳
」
の
写
本
で
あ
る
「
大
島
御

規
模
帳
写
」
に
つ
い
て
、『
天
城
町
誌
』（
四
六
三
頁
）
に
お
い

て
は
、
昭
和
三
九
年
（
一
九
六
四
）
に
山
田
尚
二
に
よ
っ
て
発

見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
今
回
、
考
察
を
進

め
て
い
く
中
で
、
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
金
久
好
に
よ
っ
て

書
か
れ
た
論
文
「
奄
美
大
島
に
於
け
る
家
人
の
研
究
」
で
、
金

久
が
沖
縄
県
立
図
書
館
蔵
の
「
大
島
御
規
模
帳
写
」
を
引
用
し

て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
此
の
旨
、
沖
縄
県
立
図
書
館
に

問
い
合
わ
せ
を
し
た
と
こ
ろ
、「
確
か
に
、〈
大
島
御
規
模
帳
写
〉

を
戦
前
当
館
で
所
蔵
し
て
い
た
が
、
先
の
沖
縄
戦
で
図
書
館
そ

の
も
の
が
焼
失
し
て
し
ま
い
、
現
在
は
保
管
し
て
い
な
い
」
と

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
か
ら
、〈
大
島
御
規
模
帳
写
〉

が
昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
）
ま
で
は
少
な
く
と
も
一
冊
は
沖

縄
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。

②　
「
流
罪
人
」
の
処
遇
に
関
す
る
関
係
各
条
は
、「
居
住
地
拘

束
（
九
一
条
）」・「
刀
属
所
持
禁
止
（
九
三
条
）」・「
伝
言
依
頼

等
禁
止
（
九
七
条
）」
を
謳
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
扱
い
に

つ
い
て
武
士
階
級
と
庶
民
階
級
と
は
実
際
は
違
っ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
第
３
章
「
21　

流
罪
人
の
処
遇
」
で
記
述
し
た
以
外

に
言
及
す
れ
ば
、「
鴫
之
口
騒
動
」
で
沖
永
良
部
島
に
流
さ
れ

た
「
萩
原
藤
七
」・「
加
治
木
内
蔵
允
」・「
池
田
剛
一
」
ら
は
、

「
佩
刀
を
許
さ
れ
意
気
揚
々
と
し
て
罪
跡
の
あ
る
人
の
如
く
は

見
受
け
ら
れ
ざ
り
し
」
と
『
和
泊
町
誌　

歴
史
編
』（
三
九
三

頁
）
に
書
か
れ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
流
罪
人
の
奄
美
謫
居
中
に
お
け
る
対
応
に
つ

い
て
、
身
分
差
が
厳
然
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
少
な
く
と

も
武
士
階
級
の
身
分
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
規
定
は
空
文
で

あ
っ
た
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。

③　

第
五
七
条
に
「
間
引
禁
制
」
が
謳
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

奄
美
諸
島
に
お
い
て
な
か
ば
公
然
と
「
間
引
き
」
が
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。
こ
の
享
保
と
い
う
年
間
は
、
全

日
本
的
に
「
享
保
の
大
飢
饉
」
と
称
せ
ら
れ
る
飢
饉
が
発
生
し

て
お
り
、
特
に
西
日
本
各
藩
に
お
い
て
は
冷
害
や
蝗
害
に
よ
る

被
害
が
大
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
薩
摩
藩
と
て
も
例
外
で
は
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
経
済
的
皺
寄
せ
が
奄
美
に
対
す
る

収
奪
の
強
化
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
な
ん
ら

の
抵
抗
手
段
を
持
た
な
い
奄
美
島
民
の
消
極
的
抵
抗
が
「
間
引

き
」
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
子
を
育
て
て

も
、
一
般
百
姓
に
と
っ
て
は
食
い
扶
持
が
増
え
る
だ
け
で
な

く
、
公
役
や
貢
納
が
増
え
る
だ
け
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
全
日
本
的
に
行
わ
れ
て
い
た
「
間
引
き
」

と
い
う
悪
弊
が
、
奄
美
に
お
い
て
も
封
建
領
主
に
対
す
る
抵
抗

手
段
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
認
識
を
持
つ
こ
と
は
必
要
で
あ
ろ

う
。

④　

第
六
八
条
に
「
櫂
船
建
造
禁
止
」
が
謳
わ
れ
て
い
る
。
こ

の
禁
止
令
は
百
年
前
の
「
大
島
置
目
条
々
」
で
も
令
達
さ
れ
て

お
り
、
薩
摩
藩
の
南
島
支
配
上
の
最
優
先
策
の
一
つ
で
も
あ
っ

た
。
薩
摩
藩
に
と
っ
て
琉
球
及
び
道
の
島
海
運
の
独
占
は
、
薩

摩
藩
及
び
海
商
た
ち
の
生
命
線
で
あ
っ
た
。
こ
の
禁
止
令
に

よ
っ
て
海
洋
の
民
で
あ
っ
た
奄
美
諸
島
民
は
息
の
根
を
止
め
ら

れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
そ
れ
ま
で
奄
美
で
は
櫂
船
（
交

易
用
の
大
型
船
）
が
建
造
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
そ
の
証
拠
に
徳
之
島
で
は
数
多
く
の
「
線
刻
画
」
が

山
深
い
場
所
に
発
見
さ
れ
て
い
る
（『
道
の
島
史
論
』
一
〇
九

│
一
一
一
頁
）。
我
々
は
そ
の
こ
と
を
深
く
認
識
す
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
第
一
三
〇
条
に
は
松
木
を
用
い
た
小

船
の
建
造
は
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

⑤　

第
八
六
条
に
「
焼
酎
の
製
造
禁
制
」
が
謳
わ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
命
令
は
極
め
て
疑
問
が
多
い
。
ま
ず
第
一
一
五
条
に
お
い

て
、
代
官
及
び
附
役
人
並
び
に
船
頭
ら
に
対
し
て
焼
酎
の
飲
用

を
制
限
つ
き
で
認
め
て
お
り
整
合
性
が
な
い
。
ま
た
、
島
役
の

長
で
あ
る
「
与
人
」
に
は
藩
庁
に
お
け
る
慶
事
の
際
の
「
上
国

制
度
」
が
あ
っ
た
が
、
上
国
の
際
、
恒
例
と
し
て
藩
主
一
族
及

び
藩
幹
部
に
対
し
て
多
量
の
献
上
物
・
進
上
物
を
持
ち
込
ん
で
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い
る
（『
薩
摩
藩
圧
政
物
語
』
二
三
七
│
二
四
二
頁
）。
そ
の
貢

物
の
中
に
多
量
の
「
焼
酎
の
壷
」
が
あ
っ
た
。
更
に
、
第
一
二

七
条
の
「
禁
輸
品
」
の
中
に
「
焼
酎
」
が
入
っ
て
い
る
。
要
す

る
に
こ
の
禁
令
は
、
島
民
の
飲
用
は
禁
止
し
、
藩
献
上
用
と
し

て
の
焼
酎
は
製
造
さ
せ
る
と
い
う
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
条
文
中
に
あ
る

「
焼
酎
三
寸
」
を
『
天
城
町
誌
』（
四
八
五
頁
）
で
は
、「
焼
酎

を
ち
ょ
っ
と
ば
か
り
」
と
解
し
て
い
る
が
、
文
脈
か
ら
し
て

「
三
寸
」
は
奄
美
で
飲
用
さ
れ
て
い
る
「
み
き
（
神
酒
）」
の
こ

と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
藩
は
こ
の
「
み
き
」
に
漢
字
の
「
三
寸
」

を
当
て
た
の
で
あ
ろ
う
。「
み
き
」
を
も
貢
納
に
差
支
え
る
贅

沢
品
と
認
識
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑥　

第
九
〇
条
に
は
「
抜
け
荷
取
締
と
密
告
奨
励
」
の
こ
と
が

書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
第
一
一
六
条
に
も
「
鯨
糞
無
届
売
買
禁

止
」
に
対
す
る
密
告
を
奨
励
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
奄
美
諸

島
に
お
い
て
も
、
日
本
本
土
と
同
じ
く
、
五
人
組
な
ど
を
通
じ

て
「
相
互
監
視
」・「
連
帯
責
任
」・「
相
互
扶
助
」
等
の
「
密
告

社
会
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
識
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑦　

第
一
二
〇
条
に
「
鉄
砲
無
免
許
所
持
禁
止
」
及
び
第
一
二

三
条
に
「
帯
刀
禁
止
」
の
項
目
が
あ
る
。
役
人
側
が
島
民
の
武

器
所
持
に
恐
れ
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
し
か
し

そ
の
危
惧
は
現
実
の
も
の
に
な
っ
た
。
時
代
は
下
る
が
徳
之
島

に
お
い
て
薩
摩
藩
政
史
上
極
め
て
ま
れ
な
一
揆
、
つ
ま
り
「
母

間
騒
動
」（
文
化
十
三
年
・
一
八
一
六
年
）
と
「
犬
田
布
一
揆
」

（
元
治
元
年
・
一
八
六
四
年
）
が
勃
発
し
た
の
で
あ
る
。『
奄
美

の
債
務
奴
隷
ヤ
ン
チ
ュ
』（
一
六
二
│
一
七
〇
頁
）
に
よ
れ
ば
、

い
ず
れ
も
島
民
側
は
鉄
砲
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
が
書
か
れ
て

い
る
。
実
際
に
使
用
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
当
時
の

百
姓
が
鉄
砲
を
所
持
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
自
体
が
驚
き
で
あ

る
。
恐
ら
く
狩
猟
と
し
て
許
可
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
が
、
認
識
を
改
め
さ
せ
ら
れ
る
事
件
で
あ
る
。
な
お
、
第

一
二
一
条
に
は
、
船
頭
・
水
主
に
つ
い
て
は
自
分
用
と
し
て

「
匕
首
」
の
所
持
は
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

⑧　

第
六
三
条
に
「
島
中
の
者
、
本
琉
球
に
至
り
鉢
巻
の
免

（
ゆ
る
し
）
取
る
間
敷
事
」
と
あ
る
。
意
味
と
し
て
は
「
も
う

琉
球
国
の
民
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
彼
の
国
へ
出
向
い
て
鉢
巻

（
位
階
）
を
受
け
る
こ
と
は
許
さ
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

奄
美
が
薩
摩
の
支
配
下
に
入
っ
て
ま
も
な
い
元
和
九
年
（
一
六

二
三
）
に
布
達
さ
れ
た
「
大
島
置
目
条
々
」（
第
一
九
条
）
に

も
全
く
同
じ
条
文
が
あ
る
。
百
年
経
過
し
た
こ
の
時
期
に
同
様
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の
禁
令
が
出
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
奄
美
の
島
役
人

な
ど
一
部
の
上
層
部
に
は
い
ま
だ
に
琉
球
国
に
対
し
て
「
慕

親
」
の
情
を
懐
い
て
い
る
者
が
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
琉
球
に
対
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（
帰
属
意
識
）
は
、

四
〇
〇
年
経
過
し
た
現
在
で
も
多
く
の
奄
美
諸
島
民
の
意
識
の

深
層
に
心
象
風
景
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
私

は
思
っ
て
い
る
。

⑨　

第
一
一
六
条
の
「
鯨
糞
」
に
つ
い
て
、『
天
城
町
誌
』（
四

八
四
│
四
八
五
頁
）
で
は
「
ど
ん
な
も
の
か
わ
か
ら
な
い
、
鯨

の
あ
ぶ
ら
の
よ
う
な
も
の
か
」
と
書
い
て
い
る
が
、
今
回
文
献

調
査
し
た
と
こ
ろ
、「
鯨
糞
」
と
は
鯨
の
糞
が
長
年
の
間
に
「
香

料
」
に
変
化
し
た
も
の
で
は
な
く
、
抹
香
鯨
の
腸
中
の
胆
石
又

は
結
石
で
あ
り
、
現
在
で
も
世
界
中
で
「
香
料
」
と
し
て
珍
重

さ
れ
て
お
り
大
変
に
高
価
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

こ
の
時
期
長
崎
で
も
大
変
な
高
価
で
売
れ
、
ま
た
薩
摩
藩
か
ら

幕
府
へ
の
献
上
品
と
も
さ
れ
て
い
る
（『
香
薬
東
西
』
七
七
│

七
八
頁
）。

⑩　

第
一
三
九
条
に
は
「
高
利
息
禁
止
」
が
謳
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
禁
令
は
「
大
島
置
目
条
々
」（
第
二
四
条
）
に
も
あ
り
、

こ
の
後
に
も
度
々
指
令
さ
れ
て
い
る
が
あ
ま
り
守
ら
れ
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
藩
政
末
期
の
頃
に
は
七
割
も
取
る
者
も
い
た

ら
し
い
（『
名
瀬
市
誌
』
三
〇
一
頁
）。
徳
之
島
で
は
高
す
ぎ
る

貸
借
利
息
に
よ
る
百
姓
の
困
窮
を
見
か
ね
た
藩
検
事
ら
が
、
証

文
を
す
べ
て
取
上
げ
破
棄
し
た
う
え
で
、
利
息
を
一
割
に
す
る

な
ど
思
い
切
っ
た
行
動
に
出
て
い
る
が
、
も
と
の
木
阿
弥
だ
っ

た
よ
う
で
あ
る
（『
徳
之
島
前
録
帳
』
二
五
五
頁
）。
結
局
こ
の

よ
う
な
高
利
息
が
あ
っ
て
、
奄
美
社
会
の
階
層
分
化
が
促
進
さ

れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
幕
末
期
に
は
島
民
の
三
割
か
ら
四
割
が

「
債
務
奴
隷
（
ヤ
ン
チ
ュ
）」
に
貶
め
ら
れ
た
こ
と
を
我
々
は
知

る
べ
き
で
は
な
い
か
。

⑪　

こ
の
「
大
島
規
模
帳
」
で
疑
問
を
感
じ
る
の
は
、「
砂
糖
」

の
存
在
で
あ
る
。
奄
美
大
島
で
は
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
か

ら
藩
に
よ
る
第
一
次
砂
糖
定
式
買
入
に
よ
っ
て
毎
年
二
百
五
十

万
斤
の
買
入
が
既
に
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
本
「
規
模
帳
」
の

随
所
に
下
島
役
人
や
船
頭
・
水
主
ら
に
対
し
て
「
砂
糖
の
押
し

買
い
」
を
禁
止
し
て
い
る
。
一
方
で
こ
れ
ま
で
の
領
主
的
作
物

で
あ
る
「
枦
実
」
の
買
上
げ
や
増
産
も
奨
励
し
て
い
る
（
第
七

三
・
第
七
四
条
）
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
考
え
ら

れ
る
の
は
、
こ
の
時
期
砂
糖
の
大
坂
市
場
に
お
け
る
価
値
が
ま

だ
定
ま
っ
て
い
ず
、
十
六
年
後
の
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
に
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行
わ
れ
た
「
換
糖
上
納
令
」
ま
で
の
「
助
走
期
間
」、
或
い
は

「
米
上
納
制
か
ら
砂
糖
上
納
制
に
至
る
分
水
嶺
」
と
と
ら
え
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

以
上
が
「
大
島
規
模
帳
」
を
「
考
察
」
し
て
の
私
な
り
の
結

論
で
あ
る
。
私
の
奄
美
史
研
究
は
緒
に
就
い
た
ば
か
り
で
あ

る
。
い
わ
ば
奄
美
史
に
関
し
て
は
全
く
の
初
心
者
と
言
っ
て
も

よ
い
。
こ
の
結
論
は
、
私
が
奄
美
近
世
史
に
お
け
る
洞
察
力
あ

る
い
は
理
解
力
不
足
を
常
に
感
じ
な
が
ら
も
、
敢
え
て
「
大
島

規
模
帳
」
と
い
う
「
巨
人
」
に
挑
ん
で
み
た
結
果
で
あ
る
。
振

り
返
っ
て
「
大
島
規
模
帳
」
は
私
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
も
広
大

無
辺
な
法
体
系
で
あ
り
、
一
朝
一
夕
で
そ
の
真
髄
を
理
解
す
る

に
は
困
難
な
法
令
集
で
あ
っ
た
と
感
じ
て
い
る
。
今
回
の
挑
戦

は
無
謀
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
お
の
ず
か
ら
考
察
結
果
に
し

て
も
表
層
的
で
上
っ
面
を
舐
め
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
よ

う
な
徒
労
感
が
あ
る
。
も
し
意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
、「
大
島

規
模
帳
」
に
挑
戦
し
た
こ
と
自
体
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

も
し
こ
の
論
文
内
容
が
、
多
く
の
奄
美
郷
土
史
家
の
方
々
の

正
し
い
研
究
成
果
に
つ
い
て
、
誤
解
・
曲
解
・
明
ら
か
な
錯
誤

等
を
侵
し
て
い
る
な
ら
ば
ど
う
か
ご
容
赦
を
願
い
た
い
。
そ
の

場
合
は
謝
罪
し
訂
正
を
行
い
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ

の
論
文
を
読
ま
れ
た
方
々
の
忌
憚
の
な
い
ご
意
見
・
ご
批
判
・

ご
教
示
を
賜
り
た
い
。

最
後
に
、
私
自
身
の
目
標
と
し
て
、
他
日
を
期
し
て
こ
の

「
大
島
規
模
帳
」
全
一
四
九
箇
条
の
逐
条
解
釈
に
挑
戦
し
て
み

た
い
と
も
考
え
て
い
る
。

－79  　　
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別表１　筆者による「大島規模帳」全149箇条の分類

番号 規制内容　全33項目
ほぼ同様趣旨としてまとめた該当箇条

該当箇条欄中＊印を付したものは複数の項目を擁す
る箇条。なお第119条は欠

1 代官・附役人に対する島民支配上の倫理規定 １・10・11・12・13・＊14・15・16・18・19・60・
61・71・77・＊86・110・＊115・＊140・＊150

2 田畑の保全管理の徹底 ２・133．146

3
農地の積極開墾要請
用夫に対する飯米支給基準
新農地に対する課税要領

３・149

4 代官・附役人の定員管理 ＊４

5
（御物の取扱要領）

田地の仕付、田地からの収穫、新米・籾の取扱、
上納物収蔵庫の管理徹底、仕登せ船の運用時期の
指定

＊４・＊５・９・27・28・＊29・30・＊37・53・
54・56・＊58・65・＊69・＊70・78・79・80・81・
82・83・84・88・105・＊107・141・148

6 代官交替時の申し送りの徹底 ６・７・109・111・＊122・＊137・＊148

7 与人をはじめとする島役人の不正・非道取締り ＊８・38・64・67・87・104・106・108・118・136・
＊137・＊138・＊140・＊150

8 飢米の支給要領 17

9 道之島特産品の買上げ並びに上木の保護及び管理
の徹底 20・21・22・33・＊37・73・74・124・125・126

10 下島役人の家族同伴禁止 23

11 道之島人が日本人化することの禁止並びに琉球色
の否定 24・25・26・62・63・＊66

12 道之島渡海船の船頭・水主らに対する不正防止 ＊５・31・32・41・42・49・50・52・55・72・75・
＊76・85・103・112・113・＊115・＊121・＊127

13 上国与人の御祝儀品の取扱及び帰島後の取締り 34・35・36
14 琉球・道之島往還船の破船時の対応 ＊29・39・40・43・44・45・46・47・48・51・134
15 間引き（堕胎）禁制 57
16 宗教弾圧 ＊58・＊59・＊69・＊70・100・＊107

17 与人の任用基準並びに道之島人に対する皆百姓宣
言 ＊66

18 櫂船の建造禁止 ＊68
19 焼酎の製造禁止 ＊86
20 抜荷取締り及び密告の奨励 89・90
21 流罪人の処遇 ＊14・91・92・93・94・95・96・97
22 牛馬管理の徹底 ＊59・98・99
23 異国船着岸時の対応要領 101・102
24 鯨糞など漂着物の取扱 114・116・117
25 刀狩 120・＊121・＊122・123
26 道の島からの禁輸品の指定 ＊127
27 道之島から産出される船材の取扱 ＊68・128・129・130・131・132
28 百姓の移住制限 135
29 高利息禁止規定（三割以下とすること） 139
30 アカヒゲなど道之島の珍鳥の上納及び取扱い 143・144・145
31 「物定帳」・「大島用夫改規模帳」の厳守規定 142

32 徳之島・喜界島・沖永良部島各代官との連絡、協
議の徹底 147

33
諸役人や分限者らが借米の方に「家人（ヤン
チュ）・下人」を召使う事の禁止及び「家人」の公
役免の禁止

＊76・＊150
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別表２　奄美各島の役人体制（18世紀後半以降）
藩勝手方掛

（御
ご

物
ぶつ

座
ざ

・御
おくにつかいざ

国遣座・勝手方・主として財政担当）

家老
用
よひと

人
三
さん

島
とう

方
ほう

（黒糖の専売担当・天保元年
以降）

琉球掛（琉球方）
（勝手方掛家老兼任）

琉球館聞役
琉球館

（琉球口を通じて唐貿易を取り扱う
役所）

 薩摩藩詰役人（任期は原則２年）　　　　　　　　代官仮屋・附
つけ

役
やく

仮屋・横目仮屋

奄美大島 喜界島 徳之島 沖永良部島

代官 １人 １人 １人 １人（与論島兼任）

附役（代官補助） ５人 ２人 ３人 ３人
（うち与論島１人）

座横目（財政） １人 １人 １人 １人

表横目（治安警察） １人 １人 １人 １人

書役 （島役人４人） （定員不明） （島役人10人） （定員不明）

↓　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　↓

 間切島役人　　　　　　　　与
よ

人
ひと

役所・間切役所・蔵（各所にあり）・津
つ

口
ぐち

番所

奄美大島 喜界島 徳之島 沖永良部島

間
ま

切
ぎり

・方
ほう ７間切・13方

（当初７間切・14方）
６間切

（当初５間切） ３間切・６噯
あつかい

　 ３間切（のち３方）
（与論島は２間切）

与人（方最高職） 13人 ６人 ６人 ３人（与論島２人）

目
めさし

指（目差・処務） 13人 ６人 ６人 ３人（与論島２人）

間切横目
（与人補助・検察） 13人 （６人か） 惣横目（６人か） ６人または７人

田地横目
（田畑殖産指導） 16人 （定員不明） （６人か） ６～９人

（他横目兼務）

黍横目
（黒糖増産取締） 26人 （定員不明） ７人 （定員不明）

津口横目（抜荷取締） 59人（のち50人） （定員不明） （定員不明） ３人

竹
ちく

木
ぼく

横目
（上木・樽木取締）

（定員不明） ３人 （定員不明） 山方横目３人

村役人

村数 144村 30村 45村 36村（与論島６村か）

　掟
おきて・うっち

　
（寄合議長・殖産指導）

68人 （定員不明） 24人 18人（与論島６人）

筆
てつこ・てくこ

子（処務・財政） 26人 （６人か） （６人か） ３人（与論島２人か）

巧
こう

才
せ

（百姓頭・掟補助）
234人

（１村１～３人） （定員不明） （定員不明） （数十人）

黍
きびみまい

見廻（黍横目補助） 85人 （定員不明） （定員不明） 作見廻29人

居
いば ん

番
（公役連絡・呼出）

315人 （定員不明） （定員不明） （定員不明）

引用文献　大和村誌編纂委員会編『大和村誌』大和村、2010年、P215。
役職名・呼称等について筆者により加筆修正した。
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（
註
）

（
一
）　

松
下
、
二
〇
〇
九
年
、
七
九
│
一
〇
四
頁
。
な
お
、
松
下
志
郎
編
『
南

西
諸
島
史
料
集
第
三
巻
』
所
収
の
『
大
島
御
規
模
帳
写
』
に
は
、
原
文

全
一
五
〇
ヵ
条
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
中
の
第
一
一
九
条
は

「
先
代
決
断
之
事
篇
重
て
取
起
、
雖
申
出
候
取
上
有
之
間
敷
事
」
と
い
う

意
味
不
明
の
条
文
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
模
写
中
に
お
け
る

錯
誤
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
山
田
尚
二
は
こ
の
第
一
一
九
条
を
省

い
て
『
薩
摩
藩
の
奄
美
支
配
』
を
翻
刻
・
出
版
し
て
い
る
。
本
稿
も
こ

れ
に
従
う
こ
と
と
す
る
。

（
二
）　
「
大
島
規
模
帳
」
の
写
本
で
あ
る
「
大
島
御
規
模
帳
写
」
は
、
昭
和
八
年

（
一
九
三
三
）、
加
計
呂
麻
島
出
身
で
当
時
東
京
帝
国
大
学
経
済
学
部
の

学
生
で
あ
っ
た
金か
ね

久ひ
さ

好よ
し
みに

よ
っ
て
書
か
れ
た
論
文
「
奄
美
大
島
に
於
け

る
家
人
の
研
究
」
の
な
か
に
お
い
て
、
沖
縄
県
立
図
書
館
所
蔵
の
同
書

を
引
用
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
し
か
し
昭
和
二
十
年
（
一
九

四
五
）
の
沖
縄
戦
に
お
い
て
沖
縄
県
立
図
書
館
が
焼
失
し
た
こ
と
か
ら
、

そ
れ
以
後
同
書
は
不
明
と
な
っ
て
い
た
。
従
っ
て
少
な
く
と
も
「
大
島

御
規
模
帳
写
」
が
戦
前
に
一
冊
は
実
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ

ろ
が
、
こ
の
「
大
島
御
規
模
帳
写
」
が
、
昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）

に
奄
美
大
島
の
旧
屋
喜
内
間
切
大
和
浜
方
国く
ん
に
ょ
り直村

（
現
鹿
児
島
県
大
島

郡
大
和
村
国く
に

直な
お

）
の
盛
岡
（
旧
姓
森
）
家
で
、
当
時
鹿
児
島
県
立
大
島

高
等
学
校
教
諭
で
あ
っ
た
山
田
尚
二
に
よ
っ
て
偶
然
発
見
さ
れ
た
。「
薩

摩
藩
の
奄
美
支
配
」
は
、
文
書
発
見
の
翌
昭
和
四
十
年
（
一
九
六
五
）

秋
、『
盛
岡
文
書
第
一
集
』
と
し
て
、
山
田
尚
二
が
自
費
出
版
し
た
『
大

島
規
模
帳
・
物
定
帳
・
大
島
用
夫
改
規
模
帳
』
の
中
の
「
大
島
規
模
帳
」

を
多
く
の
人
に
読
ん
で
貰
う
た
め
と
し
て
、
全
一
四
九
箇
条
を
読
み
下

し
た
う
え
で
、
昭
和
五
七
年
（
一
九
八
二
）『
奄
美
郷
土
研
究
会
報
・
第

二
二
号
』
に
発
表
す
る
と
と
も
に
、
抜
刷
に
し
て
出
版
し
た
も
の
で
あ

る
。

 

　
「
大
島
御
規
模
帳
写
」
は
、
こ
れ
ま
で
原
文
が
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
こ

と
を
考
え
れ
ば
、「
写
本
」
と
は
い
え
、
現
今
貴
重
な
史
料
で
あ
り
、
更

に
そ
の
読
み
下
し
文
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
奄
美
諸
島
近
世
史
研

究
の
進
展
に
対
す
る
貢
献
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
意
味
で
山
田
尚
二
に
よ
る
出
版
は
労
を
多
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
爾
来
、
こ
の
「
薩
摩
藩
の
奄
美
支
配
」
は
奄
美
諸
島
近
世
史

研
究
の
基
本
資
料
と
し
て
広
く
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
。

（
三
）　
『
名
瀬
市
誌
』
二
九
六
│
三
一
八
頁
。
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
閏
八
月

二
五
日
付
で
、
奄
美
諸
島
統
治
の
大
綱
を
示
し
た
「
大
嶋
置
目
條
々
」

（
全
三
十
四
条
）
が
、
薩
摩
藩
国
老
五
名
の
連
署
に
よ
り
、
大
島
代
官
を

通
じ
て
各
間
切
の
与
人
た
ち
に
布
達
さ
れ
た
。
こ
の
法
令
施
行
の
目
的

の
一
つ
は
、
慶
長
十
八
年
の
知
行
宛
行
で
暫
定
措
置
と
し
て
継
続
さ
せ

た
琉
球
国
統
治
時
代
の
間
切
役
人
制
度
を
や
め
て
、
新
し
い
間
切
統
治

の
た
め
の
役
人
の
編
成
に
変
換
し
た
こ
と
で
あ
る
。

－76  　　
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（
四
）　

名
越
、
二
〇
〇
六
年
、
五
二
│
七
九
頁
。
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
〜

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
の
間
、
薩
摩
藩
の
危
機
的
財
政
立
て
直
し
の

た
め
、
藩
大
御
所
島
津
重
豪
か
ら
特
命
を
受
け
た
家
老
調
所
笑
左
衛
門

が
強
行
し
た
道
の
島
三
島
（
奄
美
大
島
・
喜
界
島
・
徳
之
島
）
の
、
砂

糖
の
惣
専
売
制
を
大
本
と
し
た
商
品
経
済
政
策
。
こ
の
た
め
全
島
民
の

二
〜
三
割
が
豪
農
に
身
売
り
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
な
ど
の
「
黒
糖
地
獄
」

が
出
現
し
た
。

（
五
）　

松
下
、
二
〇
〇
九
年
、
所
収
。
一
〇
四
│
一
一
五
頁
。「
大
島
規
模
帳
」

と
同
日
付
で
発
令
さ
れ
た
。「
大
島
規
模
帳
」
と
一
体
不
可
分
の
関
係
で

あ
り
、
年
貢
・
上
木
・
上
草
等
の
上
納
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

（
六
）　

右
同
。
一
一
六
│
一
一
八
頁
。
島
民
の
「
公
役
負
担
」
に
つ
い
て
規
定

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
島
役
人
ら
の
公
役
免
除
基
準
に
つ
い
て
の
留
意
事

項
に
つ
い
て
も
詳
細
に
書
か
れ
て
い
る
。

（
七
）　
『
天
城
町
誌
』
四
六
八
│
五
一
七
頁
。

（
八
）　

松
下
、
一
九
八
三
年
、
九
三
頁
。

（
九
）　
『
名
瀬
市
誌
』
二
九
六
│
三
一
八
頁
。

（
一
〇
）　

先
田
、
一
九
七
三
年
、
七
八
│
二
四
八
頁
。

（
一
一
）　
『
喜
界
町
誌
』
一
九
四
│
一
九
九
頁
。『
大
和
村
誌
』
二
〇
五
・
二
一

〇
│
二
一
二
頁
。

（
一
二
）　

松
下
、
一
九
八
三
年
、
八
一
頁
。

（
一
三
）　

谷
川
、
一
九
九
五
年
、
一
七
六
頁
。

（
一
四
）　
「
大
島
代
官
記
」・「
喜
界
島
代
官
記
」・「
徳
之
嶋
面
縄
院
家
蔵　

前
録

帳
」・「
沖
永
良
部
島
代
官
系
圖
」
を
指
す
。

（
一
五
）　

弓
削
、
二
〇
一
一
年
、
五
〇
頁
・
五
八
│
五
九
頁
。
延
享
四
年
（
一

七
四
七
）
に
始
ま
る
。
年
貢
を
米
の
代
わ
り
に
黒
糖
で
も
っ
て
納
め
る

こ
と
。
当
初
の
換
糖
比
率
は
砂
糖
一
斤
に
対
し
て
米
三
合
六
勺
で
あ
っ

た
。
な
お
、
勘
糖
上
納
制
の
始
期
に
つ
い
て
、
関
連
史
書
は
そ
れ
ま
で

延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
と
し
て
い
た
が
、
弓
削
政
己
が
「
近
世
奄
美

諸
島
の
砂
糖
専
売
制
の
仕
組
み
と
島
民
の
諸
相
」（
虎
屋
文
庫
『
和
菓

子
』
第
一
八
号
、
二
〇
一
一
年
）
に
お
い
て
、
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）

に
訂
正
し
た
。

（
一
六
）　

弓
削
、
二
〇
一
一
年
、
四
八
頁
・
六
一
頁
。
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）

前
後
〜
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
実
施
。
こ
の
時
の
奄
美
大
島
に
於
け

る
買
上
げ
量
は
二
百
五
十
万
斤
で
あ
っ
た
。

（
一
七
）　
『
徳
之
島
前
録
帳
』、
二
四
七
頁
。

（
一
八
）　

原
口
、
一
九
九
九
年
、
二
四
二
│
二
四
三
頁
。
斉
彬
は
、
島
津
家
分

家
の
今
和
泉
家
の
娘
於
一
を
養
子
に
し
て
篤
姫
と
改
め
た
う
え
で
、
近

衛
家
の
養
子
と
し
て
名
を
敬す
み

子こ

改
め
、
安
永
三
年
（
一
八
五
六
・
二
十

二
歳
）
十
三
代
将
軍
家
定
の
御
台
所
と
な
っ
た
。

（
一
九
）　

原
口
、
一
九
九
九
年
、
二
一
一
頁
。

（
二
〇
）　

前
田
、
一
九
九
三
年
、
二
九
│
三
二
頁
。

（
二
一
）　

山
下
、
二
〇
一
〇
年
、
三
頁
。
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（
二
二
）　
『
江
戸
期
の
奄
美
諸
島
』
二
八
三
頁
。
島
役
人
で
格
別
の
功
績
の
あ
っ

た
者
に
与
え
ら
れ
た
。
黒
糖
上
納
や
与
人
を
三
代
相
続
し
た
者
等
は
一

代
郷
士
格
。
総
横
目
四
代
相
続
も
一
代
郷
士
格
を
与
え
ら
れ
た
。
し
か

し
、
い
ず
れ
も
名
字
は
一
字
の
み
で
帯
刀
は
不
可
で
あ
っ
た
。

（
二
三
）　

前
田
、
一
九
八
一
年
、
二
三
七
│
二
四
二
頁
。

（
二
四
）　
『
徳
之
島
前
録
帳
』
二
六
九
〜
二
八
〇
頁
。

（
二
五
）　

第
一
三
巻
、
一
九
六
頁
。（『
福
島
県
史
』
等
、
担
当
執
筆
者
、
丸
井

佳
寿
子
）。

（
二
六
）　

右
同
。

（
二
七
）　

中
村
、
二
〇
〇
三
年
、
一
〇
五
│
一
〇
六
頁
。

（
二
八
）　
『
名
瀬
市
誌
』
三
一
三
頁
。

（
二
九
）　

山
下
、
二
〇
一
〇
年
、
八
五
│
三
二
二
頁
。

（
三
〇
）　

昇
、
一
九
七
五
年
、
四
〇
〇
│
四
一
二
頁
。
明
治
維
新
の
指
導
的
政

治
家
。
薩
摩
藩
の
下
級
武
士
。
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
生
。
安
政
の

大
獄
で
奄
美
大
島
龍
郷
に
潜
居
、
し
か
し
帰
鹿
後
す
ぐ
に
久
光
の
勘
気

に
触
れ
、
再
び
徳
之
島
岡
前
経
由
沖
永
良
部
島
和
泊
に
流
さ
れ
た
。
赦

免
後
は
薩
長
同
盟
か
ら
討
幕
、
西
南
戦
争
を
指
導
し
た
。
明
治
六
年
（
一

八
七
四
）
八
月
征
韓
論
に
敗
れ
る
と
鹿
児
島
に
下
野
し
私
学
校
党
を
設

立
し
た
。
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
二
月
私
学
校
党
員
の
暴
発
に
乗

せ
ら
れ
る
形
で
西
南
の
役
を
惹
起
、
同
年
九
月
、
鹿
児
島
城
山
で
自
刃

し
た
。
享
年
四
九
。

（
三
一
）　

名
越
、
二
〇
〇
二
年
、
二
二
四
│
二
六
二
頁
。文
政
二
年
（
一
八
二
〇
）

生
ま
れ
。
家
格
は
寄
合
。
文
武
に
優
れ
、
弓
奉
行
を
勤
め
た
。
嘉
永
三

年
（
一
八
五
〇
）「
嘉
永
朋
党
事
件
（
お
由
羅
騒
動
）」
に
連
座
し
て
奄

美
大
島
小
宿
村
に
遠
島
に
な
る
。
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
に
赦
免
さ

れ
、
以
後
寺
社
奉
行
や
地
頭
な
ど
を
勤
め
、
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）

に
没
し
た
。
享
年
五
九
。
五
年
間
の
遠
島
中
に
『
南
島
雑
話
』
や
『
遠

島
日
記
』
を
書
き
留
め
た
。
特
に
彼
の
画
才
が
発
揮
さ
れ
た
『
南
島
雑

話
』
は
彩
色
豊
か
で
あ
り
、
当
時
の
奄
美
を
知
る
上
で
の
貴
重
な
史
料

と
な
っ
て
い
る
。

（
三
二
）　

先
田
、
一
九
七
三
年
、
七
九
頁
。

（
三
三
）　

松
下
、
二
〇
〇
九
年
、
一
│
七
七
頁
。

（
三
四
）　

竹
内
、
一
九
六
〇
年
、
三
二
七
│
三
三
〇
頁
。寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）

藩
内
に
お
い
て
発
生
し
た
政
争
。
藩
政
に
異
議
を
唱
え
る
「
実
学
党
」

の
メ
ン
バ
ー
が
処
分
さ
れ
、
長
崎
附
人
海
老
原
庄
蔵
ら
十
人
が
奄
美
各

地
に
流
さ
れ
た
。

（
三
五
）　
「
秩
父
帳
留
文
化
朋
党
一
条
」（『
鹿
児
島
県
史
料
、
斉
宣
・
斉
興
公
史

料
』）。
近
思
録
崩
れ
・
秩
父
崩
れ
と
も
い
う
。
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）

に
発
生
し
た
。
藩
主
斉
宣
は
財
政
立
て
直
し
に
、「
近
思
録
」
を
愛
読
し

て
実
学
を
主
張
し
た
樺
山
主
税
や
秩
父
太
郎
ら
の
登
用
を
行
っ
た
が
、

大
御
所
重
豪
の
反
対
に
あ
っ
て
近
思
録
派
が
多
数
処
分
さ
れ
た
事
件
。

五
〇
人
以
上
に
も
及
ぶ
藩
士
が
、
切
腹
、
遠
島
、
寺
入
り
な
ど
を
命
じ
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ら
れ
た
。
喜
界
島
に
流
さ
れ
た
伊
地
知
季
安
ら
が
い
る
。

（
三
六
）　

竹
内
、
一
九
六
〇
年
、
二
二
七
頁
。
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
九
月
、

薩
摩
藩
支
藩
の
佐
土
原
藩
で
発
生
し
た
、
藩
校
「
学
習
館
」
の
教
主
「
御

牧
篤
好
」
の
処
遇
を
め
ぐ
る
文
教
派
と
武
道
派
の
対
立
。
こ
の
騒
動
に

よ
り
武
道
派
の
多
数
が
奄
美
諸
島
に
遠
島
と
な
り
、
竹
下
伊
右
衛
門
・

内
田
次
右
衛
門
・
中
野
弘
ら
が
喜
界
島
に
流
さ
れ
た
。
内
田
は
遠
島
一

七
年
後
に
赦
免
と
な
る
が
帰
藩
せ
ず
、
流
謫
地
の
小
野
津
村
で
三
十
有

余
年
に
わ
た
り
「
内
田
塾
」
を
終
生
主
催
し
多
く
の
子
弟
を
教
育
し
た
。

安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
没
。

（
三
七
）　
『
喜
界
町
誌
』、
二
四
七
〜
二
四
九
頁
。
薩
摩
藩
主
島
津
斉
興
の
跡
目

争
い
。
嫡
子
斉
彬
派
と
側
室
お
由
羅
の
子
久
光
派
と
が
争
っ
た
。
こ
の

事
件
で
は
、
斉
彬
派
が
敗
れ
首
謀
者
の
近
藤
隆
左
衛
門
、
高
崎
五
郎
左

衛
門
、
山
田
一
郎
左
衛
門
ら
が
捕
縛
さ
れ
、
切
腹
十
三
人
、
遠
島
一
七

人
な
ど
総
数
約
五
〇
人
に
も
上
る
処
分
者
を
出
す
「
お
家
騒
動
」
へ
と

発
展
し
た
。
俗
に
「
お
由
羅
騒
動
」・「
高
崎
崩
れ
」・「
近
藤
崩
れ
」
な

ど
と
も
言
わ
れ
る
。
こ
の
時
奄
美
に
流
さ
れ
た
著
名
人
に
「
名
越
左
源

太
」、「
大
久
保
次
右
衛
門
」、「
高
崎
佐
太
郎
（
正
風
）」
ら
が
い
る
。

（
三
八
）　
『
瀬
戸
内
町
誌
歴
史
編
』
三
四
五
│
三
四
六
頁
。
文
政
一
〇
年
（
一
八

二
七
）
生
。
江
戸
末
期
か
ら
明
治
末
期
に
活
躍
し
た
漢
学
者
、
歴
史
家
、

日
本
初
の
文
学
博
士
。
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
に
藩
校
造
士
館
の
講

師
と
な
り
、
島
津
久
光
の
命
に
よ
り
『
皇
朝
世
鑑
』
を
著
す
。
ま
た
、

江
戸
昌
平
黌
の
生
徒
に
も
な
り
、
そ
の
時
同
僚
の
金
の
使
い
込
み
に
よ

り
奄
美
大
島
阿
木
名
村
へ
遠
島
処
分
と
な
っ
た
。
島
で
は
竜
郷
に
い
た

西
郷
隆
盛
と
よ
く
会
し
た
と
い
う
。
赦
免
後
は
「
薩
英
戦
争
」
の
戦
後

処
理
な
ど
に
当
た
り
、
明
治
四
年
上
京
し
修
史
館
に
て
修
史
事
業
に
関

わ
っ
た
。
明
治
十
四
年
（
一
八
七
九
）
帝
国
学
士
会
員
、
明
治
一
四
年

（
一
八
八
一
）『
大
日
本
編
年
史
』
編
纂
に
参
加
し
た
。
明
治
二
一
年
（
一

八
八
八
）
帝
国
大
学
文
科
大
学
の
教
授
に
就
任
し
翌
年
「
史
学
会
」
初

代
会
長
に
な
る
。
ま
た
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
設
立
を
指
導
し
、

明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）
貴
族
院
議
員
。
明
治
四
三
年
（
一
九
一
〇
）

八
三
歳
で
没
。

（
三
九
）　
『
国
史
大
辞
典
』
第
二
巻
、
七
一
八
頁
、（『
鹿
児
島
県
史
』
三
、
執
筆

担
当
毛
利
敏
彦
）。
元
薩
摩
藩
士
。
初
代
鹿
児
島
県
令
。
文
政
八
年
（
一

八
二
五
）
生
。
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
の
西
南
戦
争
に
お
い
て
反

政
府
軍
（
西
郷
軍
）
に
加
担
し
た
罪
に
よ
り
、
長
崎
県
に
て
斬
首
処
刑

さ
れ
る
。
享
年
五
一
。

（
四
〇
）　

山
本
、
二
〇
〇
三
年
、
一
二
九
頁
。

（
四
一
）　

山
田
、
二
〇
一
一
年
、
七
七
│
七
八
頁
。『
刺
鯨
聞
見
録
』
か
ら
と
し

て
、
鯨
の
糞
で
は
な
く
、
抹
香
鯨
の
腸
中
の
胆
石
又
は
結
石
で
あ
り
、

世
界
中
で
香
料
と
し
て
珍
重
さ
れ
た
と
い
う
。
江
戸
年
間
南
西
諸
島
で

取
れ
島
津
家
か
ら
幕
府
に
献
上
さ
れ
た
と
あ
る
。

（
四
二
）　

前
田
、
一
九
九
三
年
、
一
四
五
│
一
五
〇
頁
。
文
化
十
三
年
（
一
八

－73  　　
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一
六
）
五
月
、
徳
之
島
母
間
村
の
農
民
六
三
〇
人
余
が
、
入
作
米
の
減

免
を
代
官
所
に
直
訴
し
た
事
件
。
そ
の
時
牢
込
め
に
さ
れ
た
首
謀
者
で

あ
る
掟
役
「
喜
久
山
」
を
助
け
た
翌
日
、「
喜
久
山
」
以
下
十
五
人
が
板

付
け
船
で
鹿
児
島
の
藩
庁
ま
で
訴
え
た
事
件
。
六
人
が
無
罪
、
一
人
が

牢
中
で
病
死
、「
喜
久
山
ら
」
八
人
が
七
島
へ
遠
島
に
さ
れ
た
。
結
末
は

は
っ
き
り
し
な
い
が
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
に
起
こ
っ
た
加
世
田

一
揆
を
し
の
ぐ
近
世
薩
摩
藩
政
史
上
最
大
の
反
抗
運
動
で
あ
っ
た
。

（
四
三
）　
『
江
戸
期
の
奄
美
諸
島
』
二
七
九
頁
。
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
旧
三

月
一
八
日
発
生
。
徳
之
島
犬
田
布
村
農
民
百
五
十
余
名
が
無
罪
の
罪
で

拷
問
を
受
け
る
為
盛
を
救
出
す
る
べ
く
仮
屋
を
包
囲
し
役
人
を
追
い

払
っ
た
も
の
。
結
果
、
六
人
が
明
冶
九
年
ま
で
十
三
年
間
の
遠
島
、
そ

の
他
の
者
は
農
道
労
役
三
年
の
体
刑
を
受
け
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ

り
事
後
徳
之
島
農
民
の
砂
糖
取
締
は
緩
和
さ
れ
た
。

（
四
四
）　

中
村
、
二
〇
〇
三
年
、
一
〇
五
│
一
〇
六
頁
。安
政
五
年
（
一
八
五
八
）

十
一
月
十
八
日
に
、
川
辺
郡
加
世
田
郷
の
一
郷
士
が
郷
士
た
ち
に
檄
を

飛
ば
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
、
そ
れ
に
農
民
た
ち
が
呼
応
し
た
も
の
で
、

郷
政
を
預
か
る
郷
士
層
内
部
の
対
立
が
表
面
化
し
た
も
の
と
受
け
止
め

ら
れ
る
。
一
揆
は
三
日
目
に
終
息
し
て
い
る
。

（
四
五
）　

前
田
、
一
九
八
四
年
、
一
〇
九
│
一
一
一
頁
。

（
四
六
）　
『
徳
之
島
前
録
帳
』
二
五
五
頁
。

（
四
七
）　
『
奄
美
大
島
に
於
け
る
家
人
の
研
究
（
外
二
編
）』、
一
五
頁
。

（
四
八
）　
『
名
瀬
市
誌
』
三
〇
一
頁
。
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史
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歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
編
「
文
化
朋
党
実
録
・
文
化
朋
党
一

条
」（『
島
津
斉
宣
・
斉
興
公
史
料
』　

鹿
児
島
県　

一
九
八
五
年
）

　

宮
崎
県
立
図
書
館
編
『
砂
土
原
藩
騒
動
記
』　

宮
崎
県　

一
九
九
六
年

　

宮
崎
県
史
刊
行
会
『
宮
崎
県
史
料
近
世
六
』　

宮
崎
県　

一
九
九
七
年

　

原
口
泉
ほ
か
『
鹿
児
島
県
の
歴
史
』　

山
川
出
版
社　

一
九
九
九
年



（　）－　77－70  　　

自
治
体
誌
関
係

　

改
訂
名
瀬
市
誌
編
纂
委
員
会
編

 
 

『
改
訂
名
瀬
市
誌　

１
巻　

歴
史
編
』　

名
瀬
市　

一
九
九
六
年

　

大
和
村
誌
編
纂
委
員
会
編
『
大
和
村
誌
』　

大
和
村　

二
〇
一
〇
年

　

瀬
戸
内
町
誌
編
纂
委
員
会
編

 
 

『
瀬
戸
内
町
誌　

歴
史
編
』　

瀬
戸
内
町　

二
〇
〇
七
年

　

喜
界
町
誌
編
纂
委
員
会
編
『
喜
界
町
誌
』　

喜
界
町　

二
〇
〇
〇
年

　

伊
仙
町
誌
編
纂
委
員
会
編
『
伊
仙
町
誌
』　

伊
仙
町　

一
九
七
八
年

　

天
城
町
誌
編
纂
委
員
会
編
『
天
城
町
誌
』　

天
城
町　

一
九
七
八
年

　

和
泊
町
誌
編
纂
委
員
会
編

 
 

『
和
泊
町
誌　

歴
史
編
』　

和
泊
町　

一
九
八
五
年
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